
令和４年度阪南市男女共同参画審議会 

 

日 時 ： 令和５年３月９日（木）１４：００～ 
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次       第 

 

１．開  会 

 

２．案  件1 

（１） 阪南市男女共同参画プラン令和４年度推進状況報告書（案）について 

 

 

 

（２） 阪南市男女共同参画プラン令和５年度推進計画書（案）について 

 

 

 

（３） その他 
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令和３年度阪南市男女共同参画推進審議会意見一覧及び令和４年度各部局における取組状況 

意 見 主 旨 各部局における取組状況 

１.阪南市男女共同参画プラン（第３次）にかかる進捗管理について 

①プラン推進状況報告書の工夫について 

人権推進課 が各担当課に進捗状況報告書の内容点検を行い記述について

改善要請をしたことで かなり充実してきたが、引き続き以下２点について

取り組まれたい。 

・目標値の達成について、成果のばらつきが見られる。計画書の「施策の内

容」欄に、可能な限り数値目標を入れ、成果が上がってる部署の取り組みを

共有し、全庁的に取り組むべきである。 

・報告書について、目標と、施策成果の過程がわかりにくい。目標や重点課

題と一致していない事業内容を記載している担当部署や、施策の方向性や、

施策の目標に対しての、事業内容がしっかりと記述されていない担当部署が

みうけられる。目標や重点課題に合致し、評価の内容にもつながるような、

事業内容の記載に全庁的に努められたい。 

 

２.阪南市男女共同参画プラン（第３次）施策について 

①平成２９年３月に本プランが策定され、令和３年度が中間目標年にあた

る。最終目標年（令和８年度）に向けて施策推進についての課題等を明確に

するため、令和３年度末の本プラン全体の施策事業について担当課評価を行

い取りまとめること（男女共同参画推進本部会議）。 

 

②数値目標・重点施策について 

・令和４年４月から育児・介護休業法が改正される。事業指標として、国の

成果目標にもある地方公務員の男性の育休の取得率、阪南市はどうであるの

かを提示いただきたい。男性の育休に対しての意識が変わる政策目標であ

り、人事担当課から必ず男性職員に対して育休取得の確認が必須義務となる

などの改正である。また、国の基本計画には消防吏員の男女比率の目標値が

あるので、阪南市の消防吏員について記載されたい。 

１.阪南市男女共同参画プラン（第３次）にかかる進捗管理について 

①プラン推進状況報告書の工夫について 

・成果の上がっている取り組みを、各課・室に１名配置している男女共同参

画推進委員に書面にて報告するとともに、同委員を通じて全庁的に通知する

ことにより同取り組みの共有化を図った。 

・報告書について、目標や課題に合致した事業内容を記載するなど、適切に

進捗状況が把握できるような記載内容となるよう担当部署に要請を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

２.阪南市男女共同参画プラン（第３次）施策について 

①プラン全体の施策事業について担当課評価を行った。 

 

 

 

 

②数値目標・重点施策について 

 審議会提案の活動指数を取り入れ、国第５次基本計画と対比できる報告書

とした。消防吏員については、阪南市を含む３市３町で組織している別組織

である泉州南消防組合を参考値として記載した。 

資料１ 



評価 評価基準 施策数 割合

A
達成できた（取組方針どおり、事業が８０～１００％達成
できた）

38 53.5%

B
概ね達成できた（取組方針どおり、事業が６０～８０％達
成できた）

33 46.5%

C 達成できなかった（Ａ・Ｂ以外） 0 0.0%

D
施策（事務・事業）の内容の記載があるにも関わらず、施
策を実施していない。 0 0.0%

71 100%

基本方針Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

評価 評価基準 施策数 割合

A 達成できた（取組方針どおり、事業が８０～１００％達成
できた）

3 14.3%

B 概ね達成できた（取組方針どおり、事業が６０～８０％達
成できた）

18 85.7%

C 達成できなかった（Ａ・Ｂ以外） 0.0%

D
施策（事務・事業）の内容の記載があるにも関わらず、施
策を実施していない。 0.0%

21 100%

基本方針Ⅱ　個人の人権が尊重される社会づくり

評価 評価基準 施策数 割合

A
達成できた（取組方針どおり、事業が８０～１００％達成
できた）

20 66.7%

B
概ね達成できた（取組方針どおり、事業が６０～８０％達
成できた）

10 33.3%

C 達成できなかった（Ａ・Ｂ以外） 0.0%

D
施策（事務・事業）の内容の記載があるにも関わらず、施
策を実施していない。 0 0.0%

30 100%

基本方針Ⅲ　すべての世代への男女共同参画意識の浸透

評価 評価基準 施策数 割合

A 達成できた（取組方針どおり、事業が８０～１００％達成
できた）

15 75.0%

B
概ね達成できた（取組方針どおり、事業が６０～８０％達
成できた）

5 25.0%

C 達成できなかった（Ａ・Ｂ以外） 0.0%

D
施策（事務・事業）の内容の記載があるにも関わらず、施
策を実施していない。 0.0%

20 100%

選択肢 評価基準

A 達成できた（取組方針どおり、事業が８０～１００％達成
できた）

B 概ね達成できた（取組方針どおり、事業が６０～８０％達
成できた）

C 達成できなかった（Ａ・Ｂ以外）

D 施策（事務・事業）の内容の記載があるにも関わらず、
施策を実施していない。

選択肢 評価基準

継続実施
現在の事業を現在の状況で継続実施していくもの
（制度の現在レベルの実施が目標となる）

課題あり
現在のものでは不完全であり、課題（改善すべきところ）
が存在するもの

拡大（新
規）

新たな事業を実施するもの

廃止
初期の目的を達成または薄れている、市民ニーズの減少、
費用対効果が低いなどにより、事業を実施しないもの

休止
事業の必要性はあるが、市民ニーズの状況、財源の確保な
どにより、事務事業を休止するもの

統合 他の事業と統合するもの

令和４年3月31日現在

阪南市男女共同参画プラン第3次にかかる進捗管理 資料２

1 



基本方針Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 施策の展開 具体的施策 ２０２１年度実施実績
担当課
評価

評価の根拠・２０２２年度取組　課題改善策
取組方

針
担当課

1
審議会等の女性委員の比率を平成３８年度まで
に４０％以上６０％以下とする

審議会等　３２．４％　（令和３年度中間目標値：３５．０％）
委員会等　２２．７％　（令和３年度中間目標値：１４．５％）

Ｂ

・審議会等の女性委員数について女性委員が０の審議会が多い。早急に女
性委員が０の審議会をなくすよう努める。
・委員会等の女性委員数について、昨年度から改善され中間目標値をクリ
アした。審議会等についても引き続き、女性委員の確保に努める。

継続実
施

関係各課

2 各種審議会等への女性の登用推進

庁内の男女共同参画推進委員会や男女共同参画推進本部会議で、女性委員
登用の促進を議題に挙げた。また、全庁向けに、市民公募委員と女性委員
の登用を促す通知を出した。任期満了により改選となった公平委員につい
て、後任も女性委員を選任することができた。

Ｂ
充て職であれば、「長」ではなく、「副」や「補佐」に委員になってもら
うよう調整する。各委員会の女性委員数について、今後も女性委員の確保
に努める。

継続実
施

関係各課

3
「女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進に
関する特定事業主行動計画」に基づく管理職へ
の女性職員登用の推進

管理職の女性割合　20.2％（前年度18.4％）（令和7年度特定事業主行動
計画目標値：30.0％）

Ｂ

働き方改革を推進し、誰もが働きやすい職場環境づくりに努める。
育児休業等にかかる制度の周知や所属職場との連絡体制の確保等により、
育児休業等の取得及び休業からの職場への円滑な復帰を支援し、キャリア
形成の見通しを容易にすることで、管理職への女性職員登用の推進を図り
る。

継続実
施

秘書人事課

4 管理職への女性教員登用の推進 小・中学校管理職　２９.２％ Ａ 他市と比較して、本市の女性管理職の登用率は高い。
継続実

施
学校教育課

5 女性の管理職登用の重要性についての啓発
課窓口に関連するパンフレット等を設置するとともに、ホームページ等を
通じて働く女性の活躍を推進するように啓発した。

Ｂ
事業所人権問題連絡会の研修等で、女性管理職登用の重要性について周知
啓発を行う。課窓口に関連するパンフレット等を設置するとともに、商工
会と連携し、女性の活躍を推進するように啓発を行う。

継続実
施

人権推進課
生活環境課

6 女性の参画・登用の重要性についての啓発
まちづくりなどにおける方針の立案および決定過程において、女性の参画
促進の啓発に努めた。

Ｂ
自治会活動や市民公益活動など、地域における様々な活動の場への女性参
画に関して、引き続き意識啓発や促進に努める。

継続実
施

政策共創室

7
男女が共に働きやすい職場づくりのための研修
の充実

管理職の女性割合が上昇するよう、職員研修や係長級試験への積極的な参
加・受験を啓発した。

Ｂ
誰もが働きやすい職場環境をつくるため、働き方改革の推進に関する職場
研修などを実施する。

継続実
施

秘書人事課

8 地域活動等における女性リーダーの育成
地域活動、市民活動等のリーダーの役割を担う人材を養成するため、市民
団体や婦人会等と共催して、啓発講座を実施した。

Ａ
地域活動、市民活動等のリーダーの役割を担う人材を養成するため、市民
団体や婦人会等と共催して啓発講座を実施する。

継続実
施

人権推進課
関係各課

9 「女性活躍推進法」の啓発
啓発講座や広報誌等で、広く市民に、法律の意義をわかりやすく伝えるこ
とに努めた。

Ａ
啓発講座や広報誌等で、広く市民に、法律の意義を分かりやすく伝えるこ
とに努める。

継続実
施

人権推進課

10 事業所への働きかけの強化 商工会や、事業所人権問題連絡会加入事業所に対して、啓発に努めた。 Ｂ
商工会や事業所人権問題連絡会に加入する事業者に対し、総会や研修等
で、啓発を行う。

継続実
施 生活環境課

11
結婚や出産、子育てで離職した女性の再就労支
援

就労につながるよう、関係機関と連携し、利用者に応じたきめ細やかな相
談業務を実施した。(2021年度：地域就労支援相談および就労・生活相談
の相談件数 230件）また、就職支援のためのセミナーや講習会を実施し
た。

Ｂ
利用者に応じたきめ細やかな相談業務を行うとともに、各種講習会の開催
や情報提供、関係機関との連携強化に努める。

継続実
施 生活環境課

12 働きたい女性・若者への就労支援

就労につながるよう、関係機関と連携し、利用者に応じたきめ細やかな相
談業務を実施した。(2021年度：地域就労支援相談および就労・生活相談
の相談件数 230件）また、就職支援のためのセミナーや講習会を実施、地
域就労支援センターで行われるサポステによる若年者等のしごとの出張相
談を周知した。

Ｂ
利用者に応じたきめ細やかな相談業務を行うとともに、各種講習会の開催
や情報提供、関係機関との連携強化に努める。

継続実
施

生活環境課
人権推進課

13 高齢者や障がい者等の就労機会等の拡大

市内の介護サービス事業者に対して、労働に関する法律や制度の理解に努
めた。障害者手帳交付時や対象者から相談があった際に就労移行支援、就
労継続支援（A型・B型）、就労定着支援について説明、サービス利用につ
なげた。

Ｂ
市内の介護サービス事業者に対して、労働に関する法律や制度の理解を求
める。障害者総合支援法による障がい福祉サービスについて説明し、就労
支援サービスの利用実施につなげる。

継続実
施

介護保険課
市民福祉課
まちの活力創造
課

14 事業所及び労働者への働きかけ
性別にかかわらず、労働者が自身の望むワーク・ライフ・バランスを実現
できるよう、事業所人権問題連絡協議会の研修案内等で情報提供や啓発を
行った。

Ｂ
性別にかかわらず、労働者が自身の望むワーク・ライフ・バランスを実現
できるよう、事業所人権問題連絡協議会の総会や研修会で情報提供や啓発
を行う。

継続実
施

人権推進課
生活環境課

15 安心して就労できるための支援策の充実
子育て中の保護者の社会参加を支援できるよう、保育所職員を適正に配置
し、安全な保育と子どもの健やかな育ちを引き出す保育の実施に努めた。

Ｂ
人員確保に苦慮しているが、子育て中の保護者の社会参加を支援できるよ
う、保育所職員を適正に配置し、安全な保育と子どもの健やかな育ちを引
き出す保育の実施に努める。

継続実
施

生活環境課
R3こども家庭課
→R4こども政策
課

16
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）実現のモデル事業所づくり

ワーク・ライフ・バランス実現のモデル事業所として、特定事業主行動計
画を推進した。

Ｂ
ワーク・ライフ・バランス実現のモデル事業所として、特定事業主行動計
画を推進する。

継続実
施

秘書人事課

阪南市男女共同参画プランにかかる進捗管理

女性や若者等のための
就労支援

7
ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の調
和）の実現

                                  　             令和４年３月３１日現在

（１）　意思決定の場
への女性の参画の拡大

1
審議会等への女性の参
画の促進

2
女性職員・女性教員の
管理職への登用の推進

3
事業所や地域における
意思決定の場への女性
の参画の促進

4 女性の人材育成

（２）　雇用の場にお
ける女性の活躍と男女
平等の職場づくり

5

事業所に対して、男女
が共に働きやすい職場
づくりのための働きか
け

6

1



施策の方向 施策の展開 具体的施策 ２０２１年度実施実績
担当課
評価

評価の根拠・２０２２年度取組　課題改善策
取組方

針
担当課

17
男女共同参画の視点を踏まえた地域活動等の広
報・啓発活動の推進

市民活動センター夢プラザで市民啓発講座「ヒューマンライツセミナー」
のチラシを配架し、啓発を行った。

Ｂ
市民活動センター夢プラザを拠点に、活動団体の活性化のため、更なる市
民活動に関する情報発信、交流の推進などを行い、活動支援のコーディ
ネートに努める。

継続実
施

政策共創室

18 地域活動等への参加の促進
・市民活動センター夢プラザで市民公益活動団体からの相談に応じること
で、市民活動の活性化に努めた。

Ｂ
市民活動センター夢プラザにて、市民公益団体やNPO法人、地縁団体から
の相談に応じ、地域活性化の支援に努める。

継続実
施

政策共創室

19
男女共同参画の視点に立った協働によるまちづ
くりの推進

・市民活動センター夢プラザの機能を充実させ、市民と行政によるまちづ
くりの推進を行う。また、ニーズ把握を行い、ニーズに合致した講座等を
開催し、協働によるまちづくりの推進に努めた。

Ｂ
市民活動センターにて、ニーズに合致した講座等を開催するとともに、団
体間の交流の促進など、協働・共創によるまちづくりの推進を図る。

継続実
施

政策共創室

20
男女のニーズの違いを反映した防災・災害復興
対策の推進

阪南市地域防災計画において、男女双方の視点や災害時要援護者に配慮し
た防災・災害復興対策の環境づくりを推進する。

Ｂ
女性の視点を取り入れた地域の対策が進むよう努めるとともに、男女が協
力して担う地域防災の普及・徹底を図る。

継続実
施

危機管理課

21 男女で担う地域防災の促進

・防災出前講座や自主防災組織の訓練などの場において、より女性の視点
に配慮した内容を盛り込み、受講者の男女双方の視点を配慮した防災の重
要性について意識向上を図るとともに、自治会や自主防災組織に対し、女
性役員の増加や出前講座や訓練などへの積極的な参画を促すなど、市民団
体等と協働して男女双方の視点に配慮した取り組みを進める。

Ｂ

地域の防災訓練にて、避難所開設時の対応を女性役員にも協力してもらい
積極的に活動をしていただいた。また、令和４年２月１日に開催した防災
セミナーでは、コロナ禍による人数制限はあったものの、婦人会役員の
方々や一般参加の女性が多数見られた。講座の内容も男女問わず協力しな
がら避難所運営を行う内容であった。

継続実
施

危機管理課

（３）　地域における
男女共同参画の推進
（まちづくり、防災・
復興等）

8
男女共同参画の視点に
立った地域活動等の促
進

9
男女共同参画の視点に
立った防災体制の整備

2
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基本方針Ⅱ　個人の人権が尊重される社会づくり
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22
若い時からライフステージ※に応じた男女の違
いに配慮した心身の健康の保持・増進

ライフステージに応じた男女の違いに配慮した心身の健康の保持・増進の
ため、乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やす。
R2年度　乳がん検診951人、子宮がん検診1511人(健康増進課)
心身の健康の保持・増進のため、高齢男女の体力格差是正や介護予防の運
動教室（元気しゃっきり教室・のびのび体操・いきいき健康教室等）を実
施した。(介護保険課)

Ａ

検診を受診することの習慣化や受診したことのない人への啓発に取り組
む。(健康増進課)
介護予防の重要性が広まったことで、参加希望が多く抽選が必要な状況に
なってきている。(介護保険課)

継続実
施

健康増進課
介護保険課

23 妊娠・出産時における健康と権利
妊娠届出時の保健師等による面接や妊娠中の電話相談・訪問を通して、妊
娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで母子の心身の健
康増進を図った。R3年度 母子手帳発行244名。

Ａ
妊娠届出時に専門職がすべての妊婦（その家族）と面接を行えた。今後も
引き続き切れ目のない支援を行う。

継続実
施

健康増進課

24 女性に対するスポーツ参加の促進
運動習慣のある人の割合は、男性より女性が低いことから、市の主催する
健康教室・スポーツ教室等の周知、参加を働きかけた。

Ｂ
女性の参加者は年々増加している。今後も健康教室・スポーツ教室等の周
知、参加を促す。

継続実
施

健康増進課
生涯学習推進室

25 学校における適切な性に関する指導の実施
学校における適切な性に関する指導の実施のため、健康増進課に協力を依
頼して、健全な父性母性を育むために命の大切さについての思春期教育を
推進した。

Ｂ

健康増進課による学校への出前授業によって、生徒が命の大切さについて
学習することができた。次年度も健康増進課の協力のもと、命の大切さ、
胎児の成長・発育、人工妊娠中絶、性感染症について学習するよう学校園
に周知啓発し、子どもたちの発達段階に応じた学習を推進する。

継続実
施

学校教育課

26 若年層向けの健康相談、健康学習の充実
各種健（検）診や予防接種事業、母子保健事業、健康増進計画及び食育推
進計画に基づく事業を実施する。また、受診率向上のために、広報活動で
広く周知した。

Ａ
健康増進計画及び食育推進計画に基づき、乳幼児から高齢者までの健康の
保持増進に取り組む。

継続実
施

学校教育課
健康増進課

27
女性や子どもに対する暴力・虐待を許さない認
識の浸透

市民活動団体と連携し、啓発講座を開催した。
ハートフル講座
2/15「男女共同参画社会の実現にむけて」15名参加　古久保　さくら
3/5「私らしさって何？」20名参加　土肥　伊都子

Ａ
ヒューマンライツセミナー、ハートフル講座、人権を考える市民の集い等
市民啓発講座での啓発に取り組む。

継続実
施

人権推進課

28
配偶者からの暴力防止法、ストーカー規制法等
についての広報、学習機会の提供

11月の女性に対する暴力をなくす運動週間の取組として、街頭啓発や、
パープルリボンツリー、のぼり、懸垂幕の設置、公用車への啓発ステッ
カー貼付、啓発講座の開催、広報誌や本市ウェブサイトへの啓発記事の掲
載等を実施した。

Ｂ

11月の女性に対する暴力をなくす運動週間の取組として、街頭啓発や、
パープルリボンツリー、のぼり、懸垂幕の設置、公用車への啓発ステッ
カー貼付、啓発講座の開催、広報誌や本市ウェブサイトへの啓発記事の掲
載等を行う。

継続実
施

人権推進課

29
子どもに対する性的な暴力の根絶に向けた対策
の推進

児童虐待防止推進期間においては、啓発活動等を実施し、児童虐待の未然
防止等に努めた。また、相談窓口の明示や虐待の早期発見、通報の促進等
に努めた。日常生活において子どもの様子をチェックし、子どもの擁護充
実を図った。保育士・幼稚園教諭の意識啓発のため、研修を行った。
阪南市虐待防止ネットワークにおいて、継続的に子どもの様子を確認す
る。子どもの擁護の充実に努め、児童虐待未然防止に家庭や地域への周知
徹底を行い、理解と協力を得るよう努める。

Ａ

虐待の根絶に向けて、今後も継続して取り組みを続けていく。
要保護児童対策地域協議会と連携し、日常生活における子どもの様子を見
守りチェックしながら、子どもの擁護の充実や虐待の未然防止に努める。
児童虐待の未然防止については、家庭や地域への周知徹底を行うととも
に、理解と協力を得るよう努める。万一、虐待行為が認められた場合は、
関係機関と速やかに連携し、子どもへの支援体制を確立する。
教職員等による児童生徒等へのセクシャルハラスメント防止について、校
長会や人権教育研修などの場で周知し、各校において伝達研修等を実施す
る。

継続実
施

R3こども家庭課
→R4こども政策
課、こども支援
課
各保育所
学校教育課
各幼稚園

30 関係機関との連携強化

庁内連携会議「阪南市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援対策連絡
会議」や、所管警察、大阪府女性相談センターと連携を図る。その属性
（高齢・こども・障がい他）によって各課が所管する虐待対応会議に参加
した。

Ｂ

今年度は「阪南市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援対策連絡会
議」が未開催であったのでB評価とした。一方で障がい者虐待コアメン
バー会議に参加し、障がいのある女性の虐待対応に市民福祉課と共同で対
応した。

継続実
施

人権推進課

31 犯罪被害に遭いにくいまちづくり
地域における防犯力の保持に努めるため、泉南警察署や阪南市防犯委員会
と連携し、安全・安心のまちづくりを推進した。

Ｂ
阪南市防犯委員会を中心に、泉南警察署など関係機関と連携をとりなが
ら、防犯教室や青色防犯パトロール活動を実施するなど継続的な啓発活動
を行う。

継続実
施

生活環境課

32 青少年の健全育成の促進
放課後や週末における安全で安心な子どもの居場所、活動場所を確保する
とともにスポーツ、文化活動などを通じ、自主性、主体性、協調性のある
子どもの育成に努めた。

Ｂ

放課後子ども教室推進事業については、更なる参加者のニーズ等の情報を
指導者やコーディネーターと共有することにより、事業の充実を図る。ま
た、放課後子どもの居場所事業については、提案団体と連携して、子ども
が安心して自由な時間を過ごすことができるよう運営する。それぞれの活
動を地域に周知することにより、これまで以上に多くの子どもの利用や地
域のボランティアの協力を得られるように取り組む。（生涯学習推進室）

継続実
施

学校教育課
生涯学習推進室

33 相談窓口の周知、充実

・女性総合相談、障がい者虐待防止センター（基幹相談支援センター）、
家庭児童相談窓口の設置
・地域包括支援センターにおいて高齢者虐待、権利擁護の相談援助を行っ
た。令和2年度相談件数13,615件

Ａ

支援窓口について、広報誌・ＨＰへのちらし掲載、公共施設へのポスター
掲示のほか、プライベート空間であるトイレの個室にも相談窓口案内の
カードを設置し、必要な方々に届くよう、周知に努める。
随時、府教育庁や府教育センターからの相談窓口に関する配付物は各校を
通じて児童生徒へ配付する。また、長期休業前には、各校から配付される
学年だより等に、相談窓口の一覧を載せて周知を行う。

継続実
施

人権推進課
市民福祉課
こども支援課
介護保険課
学校教育課暴力被害者のための相

談窓口や支援機関の周
知・充実

（１）　生涯を通じた
男女の健康支援

10
生涯を通じた心身の健
康保持・増進

11
健康をおびやかす課題
に対する対策の推進

（２）　女性に対する
あらゆる暴力の根絶

12
暴力を容認しない社会
風土の醸成

13
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34
様々な相談窓口への人権ならびに男女共同参画
の視点の徹底

その属性（女性・ＤＶ・生活困窮・高齢・児童・障がい他）によって各課
で担当している相談窓口に、人権ならびに男女共同参画の視点を盛り込ん
だ「阪南市DV被害者相談対応マニュアル（※非公開）」を共有し、徹底し
た。

Ａ
各相談窓口での「阪南市DV被害者相談対応マニュアル（※非公開）」の徹
底と、数年にごとにマニュアルのブラッシュアップを行う。

継続実
施

生活支援課
人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
学校教育課

35
セクシュアル・ハラスメント防止のための事業
所等への働きかけ

事業所人権問題連絡会や商工会等と連携し、事業所に対する啓発を行っ
た。

Ｂ
商工会や事業所人権問題連絡会に加入する事業者に対し、総会や研修等
で、セクシュアル・ハラスメント防止についての啓発を行う。

継続実
施 生活環境課

36
セクシュアル・ハラスメント防止のための職
員、市民に対する研修の実施

様々なハラスメント相談窓口体制防止対策等の義務化の周知に努めた。
「職場におけるハラスメントに関する基本方針」に基づき相談体制を整備
のうえ、職場研修の一環として「職場におけるハラスメントの防止」を必
須テーマとし、職員に対し周知啓発を行った。

Ｂ

広報誌やＨＰ、啓発ポスター等でセクシュアル・ハラスメント防止のた
め、周知啓発を行う。
「職場におけるハラスメントに関する基本方針」を元に様々なハラスメン
トを防止するため、相談体制を整備し、職場におけるハラスメント防止研
修を実施し、職員に周知啓発を行う。

継続実
施

秘書人事課
人権推進課

37
学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止
対策の充実

校園長会等において、定期的に教職員によるセクシュアル・ハラスメント
防止について周知啓発を行った。

Ａ

大阪府教育庁より通知される「教職員等による児童生徒等に対するセク
シュアル・ハラスメント等の防止に向けた取組み」について、校園長会等
において概要を説明・周知し、定期的に教職員等によるセクシュアル・ハ
ラスメントの防止について周知啓発を行う。

継続実
施

学校教育課

38 相談体制の充実

阪南市要保護児童対策地域協議会において、継続的に子どもの様子を確認
した。児童虐待未然防止に家庭や地域への周知徹底を行い、理解と協力を
得るよう努めた。
人権推進課やこども家庭課等関係各課と連携し、住民基本台帳におけるＤ
Ｖ等被害者保護の支援措置を行った。

Ａ

阪南市要保護児童対策地域協議会において、校園所や家庭での子どもの様
子を確認し、子どもの擁護充実に努める。人権推進課やこども支援課等関
係各課と連携し、住民基本台帳におけるＤＶ等被害者保護の支援措置を行
う。

継続実
施

人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

39 関係機関との連携強化

経済的に困窮するDV被害者に対して、専門機関の情報提供・支援を行っ
た。生活困窮者自立支援事業やくらしまるごと相談室への取次ぎを行い、
必要時は大阪府女性相談センターと連携しシェルターでの保護や、生活保
護制度の案内をした。

Ａ
関係機関と情報共有をこまめに行い、臨機応変に対応できるよう相談体制
を整える。多職種連携によってDV被害者を救済できるよう、引き続き支援
機関の情報共有を実施していく。

継続実
施

人権推進課
生活支援課

40
被害者の安全確保の徹底（被害者の子どもの安
全も含む）

阪南市虐待防止ネットワークにおいて、継続的に子どもの様子を確認し
た。児童虐待未然防止に家庭や地域への周知徹底を行い、理解と協力を得
るよう努めた。
人権推進課やこども家庭課等関係各課と連携し、住民基本台帳におけるＤ
Ｖ等被害者保護の支援措置を行った。

Ａ
阪南市虐待防止ネットワークにおいて、校園所や家庭での子どもの様子を
確認し、子どもの擁護充実に努める。人権推進課やこども家庭課等関係各
課と連携し、住民基本台帳におけるＤＶ等被害者保護の支援措置を行う。

継続実
施

人権推進課
市民課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

41 被害者の自立を支える支援

DV被害者が自立できるよう、課題を明確化し、必要な専門機関への取次ぎ
を行う。個人情報に配慮しながら、関係機関と情報共有し、DV被害者が生
活の困窮状態から安心した生活に戻れるよう支援する。
生活困窮者自立支援事業、くらしまるごと相談室との連携。必要時は、大
阪府女性相談センターや岸和田子ども家庭センターと連携しシェルター
や、児童入所施設での一時保護を実施した。退所後の生活について、個別
にケースワーカが寄り添い支援した。

Ａ
DV被害者について各関係機関の支援状況を明確化し、最適な支援を協議
し、迅速な対応に努める。

継続実
施

生活支援課
人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

42
子どもに対する支援
（デートＤＶ含む）

・ＤＶ、デートDVについての啓発ＤＶＤ等の資料を活用し、子どもたちへ
の周知を行った。また、校園長会、教頭会、人権教育研修等においても啓
発、窓口等の確認を行った。
・厚生労働省から配布される虐待ポスターを掲示するだけでなく、子ども
の少しの変化や親子の会話の中から変わった様子などに気づき保護者に尋
ねるなどし、保護者への意識啓発に努める。

Ａ

男女間における暴力の加害・被害を防止する観点から、DV、デートDVに当
たる行為や暴力によらない問題解決の方法及び被害にあった際の対応等を
知ることができるよう、子ども、保護者に情報提供や啓発を行うととも
に、より充実した教育を進め、併せて子どもの変化にいち早く気付けるよ
う、日頃から子どもの様子を注視するとともに、専門機関との連携強化に
努める他、人権教育研修内で、男女平等教育の資料として、府作成「男女
共同参画について考えよう」を配付、周知する。

継続実
施

人権推進課
R3こども家庭課
→R4こども政策
課、こども支援
課
健康増進課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

暴力被害者のための相
談窓口や支援機関の周
知・充実

14
セクシュアル・ハラス
メント防止対策の推進

15 ＤＶ防止対策の推進

（２）　女性に対する
あらゆる暴力の根絶

15 ＤＶ防止対策の推進

（２）　女性に対する
あらゆる暴力の根絶 13
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43
高齢女性、障がいのある女性、在住外国人女性
等への支援

女性総合相談では翻訳アプリを導入し、外国人女性に対する相談支援を
行った。
介護保険課及び地域包括支援センターにおいて高齢者虐待、権利擁護の相
談援助を行った。
市障がい者虐待防止センターと、関係機関（警察、障がい者就労事業所、
特定計画相談事業所）との連携に努め、障がい者のニーズに応じた相談援
助を行った。
市広報、本市ウェブサイトで相談事業の周知を図った。

Ａ
被害者の属性に応じた担当課が関係機関との連携を図りながら、被蓋者支
援に努める。

継続実
施

人権推進課
介護保険課
市民福祉課
秘書広報課

44 被害男性の支援

大阪府が行う、ＤＶプラス相談窓口の周知並びに人権推進課及び人権協会
において被害者男性の相談支援を行い、関係機関との連携を図った。
介護保険課及び地域包括支援センターにおいて高齢男性に対する虐待、権
利擁護の相談援助を行った。
市障がい者虐待防止センターと、関係機関（警察、障がい者就労事業所、
特定計画相談事業所）との連携に努め、障がい者のニーズに応じた相談援
助を行った。
市広報、本市ウェブサイトで相談事業の周知を図った。

Ａ
被害者の属性に応じた担当課が関係機関との連携を図りながら、被害者支
援に努める。

継続実
施

人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

45 相談窓口の周知
市広報、本市ウェブサイトで相談者の属性に応じた各種相談窓口の周知を
図った。

Ａ
市広報、本市ウェブサイトで相談者の属性に応じた各種相談窓口の周知を
図る。

継続実
施

秘書広報課
関係各課

46 公的介護保険等介護の社会化の充実

高齢者ができるだけ住み慣れた自宅での生活を続けることができるよう、
在宅介護を支えるサービスとして、訪問介護や通所介護等の居宅サービス
の提供基盤の充実に向け、介護保険事業所や大阪府等との連携を図った。
また、第８期阪南市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、
様々な施策を組み合わせて運営した。

Ａ

高齢者ができるだけ住み慣れた自宅での生活を続けることができるよう、
訪問介護や通所介護等の居宅サービスの提供基盤の充実を図る。また第８
期阪南市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき運営を実施す
る。

継続実
施

介護保険課

47 障がい者の生活自立の支援

障害者総合支援法自立支援事業、地域生活支援事業、阪南市障がい者基本
計画等に基づき事業を実施した。
令和3年　実績
自立支援事業障がいサービス利用料　12,020件　1,243,092,928円
障がい者児移動支援事業　23,704,590円
日常生活用具給付費　　15,920,142円
特別障害者手当　年間1,124件（前年度1,132件）
障害児福祉手当　年間  276件（前年度  269件）
経過的福祉手当　年間   24件 （前年度  36件）

Ａ
障がい者の生活自立の支援のため、障害者総合支援法自立支援事業、地域
生活支援事業、阪南市障がい者基本計画等に基づき事業を実施する。

継続実
施

市民福祉課

48 多様な性を認める意識の醸成

正しい理解と認識を深めるための市民啓発講座の開催、広報活動を実施し
た。
市民啓発講座
2月19日「男女共同参画社会の実現にむけて」参加者　15名
3月5日　「私らしさって何？」参加者　20名
８月の広報誌に、多様な性について考えよう「性的マイノリティについ
て」をテーマに啓発記事を掲載。本市ウェブサイトに、「大阪府性的指向
及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」等、性的マ
イノリティに関する正しい理解促進のためのページを作成。

Ａ
コロナウイルス感染症対策を講じて市民啓発講座であったため、参加人数
制限を設けたが、アンケートは概ね好評であった。また、広報についても
継続して、市広報誌・本市ウェブサイトでの啓発活動を行う。

継続実
施

人権推進課

49 国際理解・多文化共生講座の開催 12月に日本語発表会を開催。 Ｂ

当分の間、新型コロナウイルスの影響を考慮しつつ、関係団体とより一層
協力し、対策を講じながらできる限りの事業を実施する。
日本語発表会が開催できるよう市民活動団体と調整を進める。
市民が地域の外国人の方と親しみを持って交流事業に参加してもらえるよ
う、事業の周知に努める。（生涯学習推進室）

継続実
施

人権推進課
生涯学習推進室

50
ユニバーサルデザイン・バリアフリーのまちづ
くりの推進

「阪南市行財政構造改革プラン」の計画策定から4年目を迎える令和3年度
は、プランに記載されている項目に加え、プランに記載されていない取組
も積極的に進めていくため、阪南市行財政構造改革プラン改訂版を策定し
た。

Ｂ

阪南市行財政構造改革プラン改訂版を令和３年９月に策定し、令和３年度
決算は、目標効果額を約8千万円上回る結果となったが、一部の取組項目
については、開始時期が後年度からとなったため、目標効果額を確保する
ことができなかった。

継続実
施

秘書広報課
行財政構造改革
推進室
健康増進課
都市整備課

17 ひとり親家庭への支援 51 母子家庭・父子家庭への支援

ひとり親家庭等に対する各種制度（児童扶養手当等、各種相談、就労支
援、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、貸付、医療費の
助成等）について、パンフレットの配布や、広報誌及び本市ウェブサイト
への掲載、関係機関との連携を継続して行うことで、周知を図り支援を
行った。

Ａ

引き続き、関係機関と連携を継続して行うとともに、パンフレットや広報
誌、ウェブサイトの内容の更新や充実を図り、制度の情報提供を行う。特
に８月の児童扶養手当の現況届受付時に、各種パンフレットを設置するこ
とで、効果的に情報提供することができ、必要な支援につなげることがで
きるので、継続して取り組む。

継続実
施

こども支援課

16

セクシュアル・マイノ
リティや高齢者、障が
い者、外国人女性、複
合的に困難な状況に置
かれている人々等が安
心して暮らせるまちづ
くり

（２）　女性に対する
あらゆる暴力の根絶

15 ＤＶ防止対策の推進

（３）　様々な困難を
抱えた人々が安心して
暮らせる環境の整備
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基本方針Ⅲ　すべての世代への男女共同参画意識の浸透
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52
男女共同参画に関するわかりやすい広報・啓発
活動の推進

市役所庁舎に「男女参画コーナー」を設置。男女参画推進に係る資料やパ
ンフレットを配架。男女参画市民活動団体の活動支援おおこない、協働で
啓発講座を開催した。
ハートフル講座
2/15「男女共同参画社会の実現にむけて」15名参加　古久保　さくら
3/5「私らしさって何？」20名参加　土肥　伊都子

Ａ
引き続き「男女参画コーナー」を設置。男女参画推進に係る資料やパンフ
レットを配架。男女参画市民活動団体の活動支援おおこない、協働で啓発
講座を開催する。

継続実
施

人権推進課
学校教育課
シティプロモー
ション推進課
総務課

53
地域における固定的な性別役割分担意識の見直
しの啓発

6月の「男女共同参画週間」や11月の「女性に対する暴力をなくす週間」
に、広報誌に特集記事を掲載するとともに、、2月・3月に男女共同参画を
テーマにした市民啓発講座を行った（参加者計35名）。

Ａ
コロナウイルス感染症対策を講じて市民啓発講座であったため、参加人数
制限を設けたが、アンケートは概ね好評であったため、A評価とした。

継続実
施

人権推進課

54 男女共同参画に関わる資料等の充実 令和３年度５３０冊 Ａ
第３次男女共同参画プラン中間目標値４７０冊を上回っているためＡ評価
とした。

継続実
施

図書館

55 男女共同参画に関する調査の実施
これまで「男女参画に関する市民意識調査」は平成17年度、平成28年度の
2回実施している。

Ａ
これまで「男女参画に関する市民意識調査」は平成17年度、平成28年度の
2回実施している。

継続実
施

人権推進課

56 市の刊行物等での表現への配慮
固定的な性別役割分担意識を伝達されるような表現をしていないかを、毎
月発行している広報誌や本市ウェブサイト等の公的な広報媒体を通じて情
報発信する際に確認を行う。

Ａ

引き続き広報誌及び本市ウェブサイト等の公的な広報媒体の表現が固定的
な性別役割分担に偏らないような表現であるかを確認する。また、文章表
現だけでなく、誌面上に使用するイラスト等も、性別役割分担が伝達され
るような表現になっていないかを意識する。

継続実
施

シティプロモー
ション推進課
関係各課

57 男女共同参画意識の浸透
固定的な性別役割分担意識を伝達されるような表現がなされていないか、
毎月発行している広報はんなんや本市ウェブサイト等の公的な情報発信媒
体を利用する際、意見交換や確認を行った。

Ａ

引き続き広報はんなん及び本市ウェブサイト等の公的な情報発信媒体の表
現が、固定的な性別役割分担に偏らないよう確認するとともに、男女共同
参画に関する研修等を通じ、全ての人が、自らの意思に基づき、仕事、家
庭生活、地域社会のあらゆる分野において、個性と能力を十分に発揮しな
がら生きていける多様性に富んだ社会が実現できるよう、職員の意識醸成
に努める。

継続実
施

人権推進課
シティプロモー
ション推進課
関係各課

58 男女共同参画に関する研修の充実
５月男女共同参画推進委員会を書面開催（感染症予防対策）し、国、大阪
府、阪南市の男女共同参画の推進状況と今後の取組について説明を行っ
た。

Ａ
9月に男女共同参画推進委員会を書面開催（感染症予防対策）し、国・大
阪府・阪南市の男女共同参画の推進状況と今後の取組について説明を行っ
た。

継続実
施

人権推進課

59
人権意識と男女共同参画の視点に立った相談事
業の充実

相談者の属性に応じた相談事業を実施した。
人権推進課、人権ふれあい相談、女性総合相談
子ども家庭課、子育て支援センター、家庭児童相談、子育て相談
介護保険課、地域包括支援センター
市民福祉課、基幹相談支援センター、障がい者相談事業
健康増進課、健康相談、
学校教育課　教育相談、適応指導教室（サリダ）の充実

Ａ
相談者の属性に応じた相談事業を実施し。関係機関との連携を強化に努め
る。

継続実
施

人権推進課
こども家庭課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課

60 男女平等保育・教育の充実
各学校に対して、年間指導計画に基づき男女平等教育を実施した取組状況
の提出を求め、研修会にて取組の共有化を図った。

Ｂ
年間指導計画に基づいて実施した男女平等教育の取組状況の提出を求め、
研修会にて取組の共有化を図っている。多様な性についての教育ととも
に、さらなる取組を推進し充実を図る。

継続実
施

各保育所
各幼稚園
学校教育課

61 保育士・教職員の男女共同参画意識の向上

保育士・教職員が人権意識を持って子どもたちと接することができるよう
に研修を受け、話し合いを重ね、教育・保育の向上を図った。
性別による固定観念にとらわれないような言葉がけや接し方を保育士・教
職員が普段から意識していくことで、子どもたちも安心して自分の思いを
表出できている。

Ａ
保育士・教職員の人権意識の高揚を図るとともに、性別役割分担などの固
定観念にとらわれないような言葉がけや接し方に努める。

継続実
施

R3こども家庭課
→ R4こども政策
課
各保育所
各幼稚園
学校教育課
人権推進課

62 多様な性を認める意識の醸成

阪南市男女共同参画推進委員会・阪南人権研究会ジェンダー平等部会等か
らの情報を共有し、保育士や教職員の男女共同参画の意識の向上に努め
た。また日常の保育において子どもたちに啓発することを職員間で共有を
図った。

Ｂ
研修会等からの情報共有により、保育士、教職員の男女共同参画の意識の
向上に努める。日常の保育・教育において子どもたちに啓発することを職
員間で共有を図る。

継続実
施

健康増進課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

63 子どものエンパワーメント支援

子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくりを目指し、保育・
教育の中で互いの違いや良さを認め合えるよう、保育士教職員自身もジェ
ンダーについての正しい認識を深め、その都度、正しい情報を伝えてい
く。また、家庭内の仕事においても、男女平等の身近な気づきを大切にし
ていく。

Ａ

子どもたちが人権教育の中で互いの違いや良さを認め合えるよう学び、
キャリア教育、保健や家庭科等の学習の中で、職業観、家庭内労働等につ
いて正しい知識を持つよう学習する。性別の多様性という視点を持って家
庭や学校、社会生活において男女共同参画の意識を醸成できるよう取組を
推進する。

継続実
施

各保育所
各幼稚園
学校教育課

（２）　子どもの頃か
らの男女平等・男女共
同参画の意識づくり

20
保育所、幼稚園、学校
での男女平等保育・教
育の推進

（１）　男女共同参画
の意識づくり

18
固定的な性別役割分担
意識の解消

19
男女共同参画意識の向
上

6



施策の方向 施策の展開 具体的施策 ２０２１年度実施実績
担当課
評価

評価の根拠・２０２２年度取組　課題改善策
取組方

針
担当課

21
一人ひとりの自立・職
業意識を育む教育の推
進

64 性別にとらわれないキャリア教育の実施

子どもたちが性別にとらわれず、自らのキャリア形成や自身の学習状況を
見通したり、振り返ったりして自己評価を行うとともに、子どもたちに主
体的に学びに向かう力を育み、自己実現につなぐためのキャリアパスポー
トを中学校区で確認し、活用した。

Ｂ
小・中学校で使用しているキャリアパスポートやアンケートをもとに、令
和３年度の取組を振り返り検証するとともに、令和４年度の取組について
さらに中学校区で相談しながら活用を進める。

継続実
施

各保育所
各幼稚園
学校教育課

65
男女平等・男女共同参画の視点に立った家庭教
育・地域での学習の促進

6月の「男女共同参画週間」において、男性の家事・育児・介護への参加
を促進する記事を掲載。大阪府の男性のための電話相談窓口についても情
報提供をした。（人権推進課）
保育・教育の中で互いの違いや良さを認め合えるよう、教職員自身もジェ
ンダーについての正しい認識を深め、その都度、正しい情報を伝えてい
く。また、家庭内の仕事においても、男女平等の身近な気づきを大切にし
ていく。（各保育所幼稚園、学校教育課）
男前講座 男の料理「魚を捌く」参加者6人/男の料理特別教室 お魚編
参加人数18人/男の料理体験教室 参加人数21名（生涯学習推進室・公民
館）

Ａ

今後も、広報誌や本市ウェブサイトで男性の家事・育児・介護への参加を
促進する記事や、大阪府の男性のための電話相談窓口についても情報提供
をに努める。（人権推進課）
子どもに対しては、自分でできることは自分でできるよう、家事などへの
参加を推進し、大人に対しては、特に父親の育児への参加を推進できるよ
う、教育・保育現場での啓発に努める。（各保育所各幼稚園）
性の多様性を含むジェンダー平等教育について正しい認識を深められるよ
う研修を実施し、各校の取組等を共有し推進する。（学校教育課）
「市民の居場所づくり」という観点から講座を開催し、参加者それぞれが
生きがいを見いだせる「自分にとっての居場所」を考察する機会とするこ
とで、市民の学習活動の充実を図る。（生涯学習推進室・中央公民館）

継続実
施

人権推進課
生涯学習推進室
各保育所
各幼稚園
学校教育課

66 共同で行う家事や子育てについての啓発

ヒューマンライツセミナー・女と男のハートフル講座等で、ジェンダー平
等について啓発した。（人権推進課）
家庭教育における男女平等・男女共同参画についての情報や学習機会の提
供のために、随時、学校園に情報提供を行った。（学校教育課）
就学前の子どもを持つ父親を対象にした事業を実施するなど、さらに男性
の子育て参加の推進に努めた。（こども家庭課）

Ａ

ヒューマンライツセミナー・女と男のハートフル講座等で、啓発を進め
る。（人権推進課）
令和４年度から就学前の子どものいる家庭が利用できる子育て支援事業を
民間に委託して実施するが、引き続き、父親支援を対象として事業継続に
ついて、民間事業者と検討しながら推進に努める。（こども政策課）
子どもに対しては、自分でできることは自分でできるよう、家事などへの
参加を推進する。併せて大人に対しては、特に父親の育児への参加を推進
できるよう、教育・保育現場での啓発に努める。（各保育所各幼稚園）
家庭教育における男女平等・男女共同参画について、発達段階に応じた学
習を行うことができるよう、必要となる資料等の提供を行う。（学校教育
課）

継続実
施

R3こども家庭課
→ R4こども政策
課
各保育所
各幼稚園
学校教育課
人権推進課

67 生涯学習に関する情報提供と学習機会の充実
・それぞれの団体にあった、人権啓発を行い、いろんな人権課題に対応で
きるよう研修を実施する。

Ａ
老人クラブ、障がい者団体連絡会、社会教育関係団体の指導者、会員を対
象とした人権研修を企画・実施することで、啓発の充実に努める。

継続実
施

生涯学習推進室
図書館
市民福祉課
介護保険課
健康増進課

68

メディア・リテラシーの向上
※メディア・リテラシーとは市民がメディアを
社会的文脈で批判的・多面的に分析評価し、メ
ディアにアクセスし、多様な形態でコミュニ
ケーションをつくり出す力、またその力を獲得
すること

新聞・ＴＶ・図書のほか近年インターネットやＳＮＳが多用されるなか、
市民が、メディアで被害者・加害者のどちらにもならないように啓発に取
り組むため、市民講座の開催や、資料の収集に努める。

Ｂ
メディア・リテラシーに特化した市民講座は未開催のためＢ評価とした。
人権推進課担当職員がメディア・リテラシーに関する講座を受講し、次年
度以降につなげる。

継続実
施

図書館
人権推進課

69
女性のチャレンジに関する情報提供と講座の開
催

男女共同参画コーナーや庁舎パンフレット台に資料を配架し情報提供に努
めた。また、ヒューマンライツセミナーや人権を考える市民の集い、市民
活動団体と協働で、あらゆる分野で活躍する女性を講師に迎え、市民啓発
講座を開催した。
ハートフル講座
2/15　大阪府立大学人権研究センター所長　古久保さくらさん
3/5　神戸松蔭女子学院大学人間科学部心理学科教授　土肥伊都子さん

Ａ

次年度以降も、情報提供のためパンフレットや資料の配架を継続するほ
か、様々な職業や経験を持つ女性講師を講師に選定し市民講座を開催す
る。

継続実
施

人権推進課

70
男性が家事・育児・介護に参画することに対す
る周囲の理解を高めるための広報・啓発活動

平成29年改正の育児介護休業法の周知のため、男女参画コーナーや庁舎パ
ンフレット台に資料を配架し情報提供に努めた。

Ｂ
市内事業所で、男子の育児休暇や介護休暇の取得の実績はほとんどない。
事業所人権協議会での研修を含め、市民への周知に努める。

継続実
施

人権推進課
生活環境課

71 男性の生活能力を高めるための学習機会の提供

子育て、地域活動、料理、介護等において、男性が積極的に楽しみ、参
加・参画できるように知識や技術を学習する機会を提供した。
・妊婦とその夫・家族を対象に、両親学級（Ｗｅｌｃｏｍ！赤ちゃん）を
実施した。
公民館　10講座（参加者262人）

Ａ

生活力を高め、生きる力を育む講座開催に多く取り組むことができた。学
習したことを活かし、地域活動や生きがい、地域まちづくりにつながるよ
うに継続した工夫を考察し、取り組む必要がある。公民館講座 10講座
（参加者227人）
両親学級では参加者のアンケートにおいて高い評価を得ている。参加者の
アンケートにおいて高い評価を得ている。今後も周知活動を継続しつつ、
家族で参加しやすいよう日曜日開催を実施する。（健康増進課）

継続実
施

公民館
健康増進課

24
家庭・地域への男性の
参加・参画の促進

（２）　子どもの頃か
らの男女平等・男女共
同参画の意識づくり

（３）　多様な選択を
可能にする生涯学習の
場の確保

23
多様な選択を可能にす
る学習機会の提供

（４）　男性に向けた
男女共同参画の支援

7
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基本方針 施策の方向 施策の展開 具体的施策 担当課

1
審議会等の女性委員の比率を平成３８年度ま
でに４０％以上６０％以下とする

関係各課

2 各種審議会等への女性の登用推進 関係各課

4 管理職への女性教員登用の推進 学校教育課

5 女性の管理職登用の重要性についての啓発
人権推進課
生活環境課

6 女性の参画・登用の重要性についての啓発 政策共創室

7
男女が共に働きやすい職場づくりのための研
修の充実

秘書人事課

8 地域活動等における女性リーダーの育成
人権推進課
関係各課

9 「女性活躍推進法」の啓発 人権推進課

10 事業所への働きかけの強化
生活環境課
人権推進課

11
結婚や出産、子育てで離職した女性の再就労
支援

生活環境課
人権推進課

12 働きたい女性・若者への就労支援
生活環境課
人権推進課

13 高齢者や障がい者等の就労機会等の拡大
介護保険課
市民福祉課
生活環境課

14 事業所及び労働者への働きかけ
人権推進課
生活環境課

15 安心して就労できるための支援策の充実
生活環境課
こども政策課

16
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実
現のモデル事業所づくり

秘書人事課

17
男女共同参画の視点を踏まえた地域活動等
の広報・啓発活動の推進

政策共創室

18 地域活動等への参加の促進 政策共創室

19
男女共同参画の視点に立った協働によるまち
づくりの推進

政策共創室

20
男女のニーズの違いを反映した防災・災害復
興対策の推進

危機管理課

21 男女で担う地域防災の促進 危機管理課

（３）　地域における男
女共同参画の推進（ま
ちづくり、防災・復興
等）

8
男女共同参画の視点
に立った地域活動等
の促進

9
男女共同参画の視点
に立った防災体制の
整備

事業所に対して、男
女が共に働きやすい
職場づくりのための
働きかけ

6
女性や若者等のため
の就労支援

7
ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調
和）の実現

１．阪南市男女共同参画プラン（第３次）の施策体系

基本方針
Ⅰ　あら
ゆる分野
における
男女共同
参画社会
づくり

（１）　意思決定の場へ
の女性の参画の拡大

1
審議会等への女性の
参画の促進

2
女性職員・女性教員
の管理職への登用の
推進

3
「女性職員の活躍及び次世代育成支援の推
進に関する特定事業主行動計画」に基づく管
理職への女性職員登用の推進

秘書人事課

3
事業所や地域におけ
る意思決定の場への
女性の参画の促進

4 女性の人材育成

（２）　雇用の場におけ
る女性の活躍と男女
共同参画の職場づくり

5

1



22
若い時からライフステージに応じた男女の違い
に配慮した心身の健康の保持・増進

健康増進課
介護保険課

23 妊娠・出産時における健康と権利 健康増進課

24 女性に対するスポーツ参加の促進 健康増進課

25 学校における適切な性に関する指導の実施 学校教育課

26 若年層向けの健康相談、健康学習の充実
学校教育課
健康増進課

27
女性や子どもに対する暴力・虐待を許さない認
識の浸透

人権推進課

28
配偶者からの暴力防止法、ストーカー規制法
等についての広報、学習機会の提供

人権推進課

29
子どもに対する性的な暴力の根絶に向けた対
策の推進

こども政策課
こども支援課
各保育所
学校教育課
各幼稚園

30 関係機関との連携強化 人権推進課

31 犯罪被害に遭いにくいまちづくり 生活環境課

32 青少年の健全育成の促進
学校教育課
生涯学習推進室

33 相談窓口の周知、充実

人権推進課
市民福祉課
こども支援課
介護保険課
学校教育課

34
様々な相談窓口への人権ならびに男女共同
参画の視点の徹底

人権推進課
市民福祉課
こども支援課
介護保険課
学校教育課

35
セクシュアル・ハラスメント防止のための事業所
等への働きかけ

人権推進課
生活環境課

36
セクシュアル・ハラスメント防止のための職員、
市民に対する研修の実施

秘書人事課
人権推進課

37
学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止対
策の充実

学校教育課

38 相談体制の充実

人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

39 関係機関との連携強化
人権推進課
生活支援課

40
被害者の安全確保の徹底（被害者の子どもの
安全も含む。）

人権推進課
市民課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

基本方針
Ⅱ　個人
の人権が
尊重され
る社会づ
くり

（１）　生涯を通じた男
女の健康支援

10
生涯を通じた心身の
健康保持・増進

11
健康をおびやかす課
題に対する対策の推
進

（２）　女性に対するあ
らゆる暴力の根絶

12
暴力を容認しない社
会風土の醸成

13
暴力被害者のための
相談窓口や支援機関
の周知・充実

14
セクシュアル・ハラス
メント防止対策の推
進

15 ＤＶ防止対策の推進

2



41 被害者の自立を支える支援

生活支援課
人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

42
子どもに対する支援
（デートＤＶ含む。）

人権推進課
こども政策課
こども支援課
健康増進課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

43
高齢女性、障がいのある女性、在住外国人女
性等への支援

人権推進課
介護保険課
市民福祉課
シティプロモー
ション推進課

44 被害男性の支援

人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

45 相談窓口の周知
シティプロモー
ション推進課
関係各課

46 公的介護保険等介護の社会化の充実 介護保険課

47 障がい者の生活自立の支援 市民福祉課

48 多様な性を認める意識の醸成 人権推進課

49 国際理解・多文化共生講座の開催
人権推進課
生涯学習推進室

50
ユニバーサルデザイン・バリアフリーのまちづく
りの推進

シティプロモー
ション推進課
行政経営室
健康増進課
都市整備課

17
ひとり親家庭への支
援

51 母子家庭・父子家庭への支援 こども支援課

52
男女共同参画に関するわかりやすい広報・啓
発活動の推進

人権推進課
学校教育課
シティプロモー
ション推進課（旧
秘書広報課）
総務課

53
地域における固定的な性別役割分担意識の
見直しの啓発

人権推進課

54 男女共同参画に関わる資料等の充実 図書館

55 男女共同参画に関する調査の実施 人権推進課

56 市の刊行物等での表現への配慮
シティプロモー
ション推進課
関係各課

57 男女共同参画意識の浸透 秘書人事課

58 男女共同参画に関する研修の充実 人権推進課

16

セクシュアル・マイノリ
ティや高齢者、障が
い者、外国人女性、
複合的に困難な状況
に置かれている人々
等が安心して暮らせ
るまちづくり

基本方針
Ⅲ　すべ
ての世代
への男女
共同参画
意識の浸
透

（１）　男女共同参画の
意識づくり

18
固定的な性別役割分
担意識の解消

19
男女共同参画意識の
向上

基本方針
Ⅱ　個人
の人権が
尊重され
る社会づ
くり

（２）　女性に対するあ
らゆる暴力の根絶

15 ＤＶ防止対策の推進

（３）　様々な困難を抱
えた人々が安心して
暮らせる環境の整備

3



59
人権意識と男女共同参画の視点に立った相
談事業の充実

人権推進課
こども政策課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課

60 男女平等保育・教育の充実
各保育所
各幼稚園
学校教育課

61 保育士・教職員の男女共同参画意識の向上

こども政策課
各保育所
各幼稚園
学校教育課
人権推進課

62 多様な性を認める意識の醸成

健康増進課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

63 子どものエンパワーメント支援
各保育所
各幼稚園
学校教育課

21
一人ひとりの自立・職
業意識を育む教育の
推進

64 性別にとらわれないキャリア教育の実施
各保育所
各幼稚園
学校教育課

65
男女平等・男女共同参画の視点に立った家庭
教育・地域での学習の促進

人権推進課
生涯学習推進室
各保育所
各幼稚園
学校教育課

66 共同で行う家事や子育てについての啓発

こども政策課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

67
生涯学習に関する情報提供と学習機会の充
実

生涯学習推進室
図書館
市民福祉課
介護保険課
健康増進課

68 メディア・リテラシーの向上
図書館
人権推進課

69
女性のチャレンジに関する情報提供と講座の
開催

人権推進課

70
男性が家事・育児・介護に参画することに対す
る周囲の理解を高めるための広報・啓発活動

人権推進課
生活環境課

71
男性の生活能力を高めるための学習機会の提
供

公民館
図書館
こども政策課
健康増進課

24
家庭・地域への男性
の参加・参画の促進

基本方針
Ⅲ　すべ
ての世代
への男女
共同参画
意識の浸
透

（２）　子どもの頃から
の男女平等・男女共
同参画の意識づくり

20
保育所、幼稚園、学
校での男女平等保
育・教育の推進

22
家庭・地域での子ど
もがのびのびと育つ
教育の推進

（３）　多様な選択を可
能にする生涯学習の
場の確保

23
多様な選択を可能に
する学習機会の提供

（４）　男性に向けた男
女共同参画推進の支
援

基本方針
Ⅲ　すべ
ての世代
への男女
共同参画
意識の浸
透

（１）　男女共同参画の
意識づくり

19
男女共同参画意識の
向上

4



　（１）重点施策についての取組と進捗状況

取組と評価

・事業所人権問題連絡会会員に向けての研修案内を実施。（生活環境課）
・令和４年度実績値・・・２０．７％（前年度比較…０．５％増）
・課長級の女性職員の割合は変わらず、課長代理級及び主査級の女性職員の割合は前年度比で減少した一
方で、その他の主幹級の女性職員の割合は前年度比で増加し、今後の女性職員の管理職への登用につなげ
ることができた。（秘書人事課）
・地域活動の中間支援組織である市民活動センター夢プラザにおいて、ヒューマンライツセミナー等のチラシを
配架し、啓発を行うとともに、各団体・個人への活動等についてなど、相談業務を受ける際には、男女共同参画
の視点に立つことを意識し、業務を進めた。（政策共創室）
・小中学校の女性教員の管理職の割合は、校長・教頭２４名中６名となり、２５．０％で、前年度比４．２％の減少
となった。（学校教育課）
・阪南市人権協会総会で、阪南市男女共同参画プラン（第３次）や女性活躍推進法について周知を行うととも
に、男女共同参画に関する講座等を含むヒューマンライツセミナー等の案内をした。また、阪南市男女共同参
画推進審議会や阪南市人権擁護に関する審議会の委員として、事業所人権問題連絡会の代表が参加してお
り、女性が働きやすい職場や女性管理職の重要性について会議の場で議論をしている。（人権推進課）

2．計画推進のための重点施策と目標値の進捗状況（令和４年度）

　　【重点施策】１．子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり

取組と評価

・社会教育関係団体は、地域の子どもたちと活動を共にする団体が多いため、  習の成果を子どもたちへの活
動に活かした。（生涯学習推進室）・男女平等教育の視点を意識し、自分の好きな遊びや好きな色などを選べる
よう  に保育を実践してきたことで、性別による固定観念は払拭されつつある。今後も  引き続き、一人ひとりの
幼児理解に努め、互いに認め合える仲間づくりを推進す
る必要がある。（各幼稚園）
・保育士が研修を受け職員間で共有し、人権意識を持って保育することで子ども  たちも自然に人権意識が身
についてきている。（各保育所）
・小学校２校１００名に対して健康教育を行った。赤ちゃんの命が どのように育まれるかについて学ぶとともに、
妊婦疑似体験や赤ちゃん抱っこ体 験を実施することで、男女の協力の必要性などについて啓発することができ
た。
  （健康増進課）
・すべての学校園において、年間指導計画に基づき、男女平等教育を実施するとともに、自他の良さや多様性
を認める取組を実施した。また、市内小・中学校においては、標準服・制服の在り方の見直しが進み、選択でき
るようになっている学校が複数ある。さらに、市教委主催の人権教育研修会において、府教育庁の資料等を活
用し、性的マイノリティの子どもたちを含めた全ての子どもたちが安心して過ごせる環境づくりと、教職員の性的
マイノリティについての理解増進を図っている。性の多様性や男女平等教育について校内研修を実施した学校
もある。（学校教育課）
・コロナ感染症の感染予防対策を講じて市民対象人権啓発講座であるヒューマンライツセミナー、人権を考える
市民の集い、女と男のハートフル講座や人権行政推進委員研修会などを開催し、日々子どもたちに接する保護
者や教職員、保育士が男女平　等・男女共同参画の知識や理解を深める取組を実施した。（人権推進課）

　　【重点施策】２．男性に向けた男女共同参画推進の支援

取組と評価

・事業所人権問題連絡会会員に向けての研修案内を実施。（生活環境課課）
・子育ては母親だけが担うものではなく、父親やその他の家族の協力が必要であ
　ることを啓発することも目的とした両親学級を３回実施した。家族の沐浴実習や妊婦疑似体験などを通じて、
協力して育　児を行っていく意識づけになった。（健康増進課）
・男性の生活能力を高めるための学習機会の提供として子育て支援を実施。（公 民館）
・広報５月号・８月号・１１月号・２月号において、父親向け事業（おとうさんとあそぼう）の案内を掲載した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こども政策課）
・男性が家庭生活や地域活動に参画することに対する周囲の理解を得るための広報活動として、広報誌４月号
に男女共同参画に関する研修への市独自の助成金案内記事、６月号に男女共同参画週間の記事を掲載し
た。啓発活動として　は、男女共同参画に関する市民啓発講座（女と男のハートフル講座２回、ヒューマンライツ
セミナー１回）を３回開催し、男性に向けた男女共同参画推進の理解促進を図った。また、大阪府が実施してい
るDVプラス相談や「男性のための電話相　談」窓口については、ホームページに掲載し、公共施設　にちらしを
配架するなどして、情報提供を行った。(人権推進課）

　　【重点施策】３．意思決定の場への女性の参画の拡大
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　（２）目標（活動指標）の進捗状況

基本方針Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

【活動指標】 （前年度比較：上昇↑，変動なし→，下降↓）

平成２８年度
（計画策定時）

令和３年度
（中間目標年）

令和４年度
（現状値）

前年度
比較

令和８年度
目標値

国第５次基本計画対
比最新値（令和３年）

審議会等
３１．５％
委員会等
７．７％

審議会等
３３．０％
委員会等
２０．６％

審議会等
３４．０％
委員会等
２０．６％

↑
1.0％増

→

審議会等
４０～６０％
委員会等
２０．５％

国：審議会等
４２．３％

市町村：審議会等
２７．６％

審議会等
１２．５％
委員会等
５０．０％

審議会等
１５．６％
委員会等
５０．０％

審議会等
１４．３％
委員会等
５０．０％

↑
1.3％減

→

審議会等
０．０％

委員会等
０．０％

１７．３％
２０．２％

(17人/84人）
２０．７％

（18人/87人）
↑

0.5％増

３０％
（行動計画

　令和７年度
　目標値）

部長級　0.0%
（0人/13人）

副理事級0.0％
（0人/13人）

部長級　0.0%
（0人/10人）
副理事級

16.7％
（2人/10人）

部長級　0.0%
（0人/10人）
副理事級

14.3％
（2人/14人）

→

↓
2.4％減

国家公務員4.2％
市町村職員10.7％
民間企業7.7％

15.4％
（4人/26人）

12.0％
（3人/25人）

12.0％
（3人/25人）

→
国家公務員6.4％
市町村職18.4％
民間企業12.4％

34.5％
（10人/29人）

34.3％
（12人/35人）

34.2％
（13人/38人）

↓
0.1％減

国家公務員13.3％
市町村職員29.7％
民間企業　　―％

30.0％
（15人/50人）

37.8％
（17人/45人）

38.1％
（16人/42人）

↑
0.4％増

45.2％
（33人/73人）

51.5％
（35人/68人）

50.7％
（35人/69人）

↓
0.8％減

国家公務員27.7％
市町村職員35.5％
民間企業20.7％

０人 １人 ↑
地方公務員13.2%
民間企業12.65%
（令和2年度）

7.08%
（8人/113人）

7.08%
（8人/113人）

→

0.85%
（4人/351人）

2.06%
（7人/340人）
令和2年度

2.04%
（7人/343人）
令和3年度

↓
0.02％減

5％
（行動計画

　令和７年度
　目標値）

3.2%

１７．９％ ２９．２％ ２５％
↓

4.2％減
３０．８％

校長17.3%
副校長・教頭

23.2％

４回
６６．７％

（平成２７年度）

２回
１００％

（令和２年度）

２回
８４．６２％

（令和３年度）

→

↓
15.38％

減

３回
７０％

１１．６％
（平成２７年度）

８．７％
（令和２年度）

８．９３％
（令和３年度）

↑
023％増

２０％

　
※

審

議

会

か

ら

提

案

さ

れ

た

活

動

指

数

※参考：本市とは別組織
泉州南消防組合における女性消
防吏員割合

管理的地位にある市職員に占める女性
職員の割合

部長・副理事級
・国家公務員：指定職相当職
・市町村職員：本庁部局長・次長
相当職

課長級
・国家公務員：本省課室長相当職
・市町村職員：本庁課長相当職

課長代理級
・国家公務員：地方機関課長・本
省課長補佐相当職
・市町村職員：本庁課長補佐相当
職

主査級
・国家公務員：本省係長相当職
・市町村職員：本庁係長相当職

主幹級

男性職員の育児休業取得者数

女性消防団員（令和2年発足）

活動指標

審議会等委員に占める女性委員の割
合

審議会等における女性委員参画比率が
０％の審議会等の割合

小中学校の教職員の教頭以上に占め
る女性割合

就労に関するセミナーや講座の実施回
数と女性の参加率

就労支援相談者の就職率

6



基本方針Ⅱ　個人の人権が尊重される社会づくり

【活動指標】 （前年度比較：上昇↑，変動なし→，下降↓）

平成２８年度
（計画策定時）

令和３年度
（中間目標年）

令和４年度
（現状値）

前年度
比較

令和８年度
目標値

４０～６９歳女
性１６．３％

（平成２７年度）

４０～６９歳女性
１４．６%

（平成３１年度）

４０～６９歳女性
１４．６%

（令和３年度）

変動
なし

→
５０％

２０～６９歳女
性２０．２％

（平成２７年度）

２０～６９歳女性
1６．６%

（平成３１年度）

２０～６９歳女性
1８．０%

（令和３年度）

↑
1.４％

増
５０％

年間
開催回数３７回

延べ
８２３人

（平成２７年度）

開催回数３５回
延べ

５０５人
（平成３１年度）

開催回数３８回
延べ

３６６人
（令和３年度）

３回
増

延べ
139
人減

年間
開催回数３７回

延べ
女性６５５人
男性２２０人

年間延べ
１６,５８５人

（平成２７年度）

年間延べ
１９，９６３人
（令和３年度）

延べ
１１，３６７人

（１１月末実績）

↓
14.6％

減

年間延べ
２３,４５０人

基本方針Ⅲ　すべての世代への男女共同参画意識の浸透

【活動指標】 （前年度比較：上昇↑，変動なし→，下降↓）

平成２８年度
（計画策定時）

令和３年度
（中間目標年）

令和４年度
（現状値）

前年度
比較

令和８年度
目標値

年間延べ
１９４人

578人 283人 ↓
年間延べ
２４０人

年間延べ
１９人

（平成２７年度）

年間延べ
80人

368人 ↑
年間延べ

３０人

年間延べ
３２人

（平成２７年度）

年間延べ
４２人

（平成３１年度）

年間延べ
４２人

（令和３年度）
→

年間延べ
６０人

４３６冊 ５３０冊 ５５５冊 ↑ ５１０冊

介護予防教室参加者数

活動指標

乳がん検診の受診率

子宮頸がん検診の受診率

健康教室参加者数

活動指標

フォーラム等男女共同参画に関す
る啓発活動への参加者数

男性の生活自立力向上のための
セミナー等への男性の参加者数

男女共同参画に関する図書・資料
の充実度

7



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅰ

（1）

2

具体的施策 3

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

8

目標
（施策の展開）

女性職員・女性教員の管理職への登用の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

　「女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進
に関する特定事業主行動計画」に基づく管理職
への女性職員登用の推進

●働き方改革を推進し、誰もが働きやすい職場環境づくりに
努める。
●育児休業等にかかる制度の周知や所属職場との連絡体制
の確保等により、育児休業等の取得及び休業からの職場へ
の円滑な復帰を支援し、キャリア形成の見通しを容易にする
ことで、管理職への女性職員登用の推進を図る。

事業内容

・超過勤務の縮減、ノー残業デーの徹底、年次有給休
暇の計画的な取得等職場環境の改善を図る。
・男性職員を含め育児休業を取得しやすいよう啓発に
取り組む。
・産前・産後の特別休暇、育児休業等に関して、取得
手続の円滑化や制度内容等のさらなる充実を図る。

評

価

・子の出産の際に男性職員に対して育児休業やその他育児
に関する特別休暇の取得促進につながる案内周知を個別に
行った。
・ノー残業デーの徹底を図るべく、業務用パソコンの一斉
シャットダウンを導入し、職場環境の改善を図った。
・育児参加のための休暇の対象期間の拡大や育児休業の取
得回数制限の緩和を行い、キャリア形成を見通せるよう妊
娠、出産、育児等と仕事の両立支援を充実させた。

・超過勤務の縮減、ノー残業デーの徹底等を形骸化させず今
後も実効性のある取組となるよう工夫が必要である。
・産前休暇から休暇中、職場復帰までの手続についての周
知、運用方法の検討が必要である。

今後の取組
●引き続き働き方改革を推進し職場環境の改善に取
り組む。また、育児休業等の取得及び職場復帰を支
援するため制度や手続の周知に努める。

担当課 秘書人事課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 意思決定の場への女性の参画の拡大



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅰ

（2）

6

具体的施策 12

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

9

目標
（施策の展開）

女性や若者等のための就労支援

今
年
度
の
重
点
課
題

働きたい女性・若者への就労支援

●地域就労支援コーディネーターやキャリアカウンセ
ラーによる相談事業の実施、就職支援セミナーなど能
力開発講座の開催等、地域就労支援事業を推進する
とともに、庁内関係課やハローワークなど関係機関と
連携し、就職困難者に対する就労支援を行う。

事業内容

・就職困難者等の雇用・就労を包括的に支援するた
め、地域就労支援コーディネーターやキャリアカウンセ
ラーによる相談事業を実施。関連資料を収集し、相談
者に対して情報提供を行うなど、地域就労支援事業を
推進する。

評

価

・地域就労支援コーディネーターによる相談事業（月
～金／令和4年12月現在160件）、キャリアカウンセ
ラーによる就労・生活相談（原則第1・2・4木／令和4年
12月末現在30件）を実施した。

実際に必要としている就労困難者等への周知や、より
きめ細やかな相談業務の実施に向けて、今後も庁内
関係各課、関係機関・団体との連携が重要である。

今後の取組

就労困難者等の雇用・就労に繋がるよう、利用者に応
じたきめ細やかな相談業務を行うとともに、広報誌や
市ウェブサイト等の活用及び関係機関等との連携強
化を図り、地域就労支援相談業務や各講習会の開催
など周知啓発に努める。

担当課 生活環境課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 雇用の場における女性の活躍と男女共同参画の職場づくり



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅰ

（2） 雇用の場における女性の活躍と男女共同参画の職場づくり

6

具体的施策 13

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

担当課 市民福祉課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画の社会づくり

施策の方向

10

目標
（施策の展開）

女性や若者等のための就労支援

今
年
度
の
重
点
課
題

高齢者や障害者等の就労機会の拡大

●障害者総合支援法による障がい福祉サービスにつ
いて説明し、実施につなげる。

事業内容

障害者手帳交付時や対象者から相談があった際に、
就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着
支援について『ふくしのてびき』（市民福祉課作成）や
パンフレットを用いて説明した。

指定相談事業所に計画案の提出を依頼し、サービス
の認定を行った。

関係機関と情報共有し、対象者に情報を提供し、支援
を行った。

評

価

障害者手帳交付時や対象者から相談があった際に、就労移
行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援について
『ふくしのてびき』（市民福祉課作成）やパンフレットを用いて説
明した。

関係機関との更なる情報共有が必要。

今後の取組
●関係機関に必要な情報提供を速やかに行い、支援
につなげる。



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅰ

（3)

8

具体的施策 18

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

11

目標
（施策の展開）

男女共同参画の視点に立った地域活動等の促進

今
年
度
の
重
点
課
題

地域活動等への参加の促進

・市民活動センター夢プラザの施設利用に関する情報
や講座に関する情報発信を幅広い世代へ周知するこ
とにより、活動センターの認知度の向上を図る。
・地域へ出かけ、地域課題の把握に努めるとともに、
課題解決に向けたコーディネートに取り組む。

事業内容

・チラシや広報はんなん、SNSを利用し、引き続き市民
活動センター夢プラザ及び講座の周知・啓発を行う。
・子育て世代や働く女性も参加しやすいよう講座の開
催方法や内容などを検討し、取り組んでいく。
・活動支援のコーディネートを行い、活動団体の活性
化を図る。

評

価

市民活動センターのウェブサイトやSNS（Facebook、
Instagram、Twitter、LINE）を活用し、幅広い情報発信
に努めた。また、市民活動イベントへの参加を通じ、新
たな市民活動者との関係構築に取り組んだ。

講座受講者の年齢層に偏りが見受けられるため、子
育て世代等が気軽に受講できる手法や情報発信に努
める。

今後の取組
●ニーズを捉えた講座の開催や多世代が参加しやす
い講座の開催など、新たな市民活動の担い手の育成
に努める。

担当課 政策共創室

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 地域における男女共同参画の推進（まちづくり、防災・復興等）



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅰ

（3）

9

具体的施策 21

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

12

目標
（施策の展開）

男女共同参画の視点に立った防災体制の整備

今
年
度
の
重
点
課
題

男女で担う地域防災の促進

●女性の視点を取り入れた地域の対策が進むよう努
めるとともに、男女が協力して担う地域防災の普及・
徹底を図る。

事業内容

・自主防災組織においては、男性を中心に組織されて
いる傾向にあることから、平時の災害対策や災害時の
対応の主体的な担い手として女性を位置付け、災害
から受ける男女の人権を尊重して安全・安心を確保で
きる取り組みを重点課題とした上で、防災対策、対
応、復旧、復興の手法やあり方についての訓練、研修
等を引続き実施する。
・女性消防団員のさらなる加入を目指して、加入啓発
活動を行っていく。また、災害時の活動に備えて訓練
を行っていく。

評

価

・自主防災組織が主催で開催された訓練では男女協働で避
難訓練を行い、各自役割の在り方について見直しができた。
・女性消防団については、総合防災訓練に参加し、避難誘導
や救助訓練を行い、地域防災の担い手として活動した。

訓練において、役員のみならず、一般の女性参加を啓
発していくこと。各自の役割を意識してもらうこと

今後の取組
●自主防災組織の自主的な防災訓練開催の促進、女
性消防団員の更なる加入に向けての啓発。

担当課 危機管理課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 地域における男女共同参画の推進（まちづくり、防災・復興等）



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅱ

（１） 生涯を通じた男女の健康支援

10

具体的施策 22

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

13

目標
（施策の展開）

生涯を通じた心身の健康保持・増進

今
年
度
の
重
点
課
題

若い時からライフステージに応じた男女の違いに
配慮した心身の健康の保持・増進

●乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やす。

事業内容

・乳がん検診として４０歳以上の女性市民が受診できるマンモグラフィ検
査を、年間１６回保健センターにて実施と４カ所の医療機関へ委託して実
施する。
・子宮がん検診を、保健センターで13回の実施と１2カ所の医療機関へ委
託して実施する。
・乳がん・子宮がん検診を受診しやすくするため、日曜日に２日間実施す
る。
・国民健康保険加入者の特定健診受診時に同時に乳がん・子宮がん検
診を受診できるようにセット健診日を10回実施する。
・受診歴のある４２～６９歳のマンンモグラフィ検査の対象者に電話によ
る受診勧奨を実施する。
・親子登園やまちなかサロンにて、チラシや模型等を用いながら、乳がん
検診の啓発を行う。
・乳幼児健診で保護者にがん検診受診を勧奨する。
・市内の公立中学校に通う生徒の保護者あてに、検診啓発チラシを配
る。
・企業と健康づくりに関する協定を締結し、企業の協力により、がん検診
の啓発を行う。
・協会けんぽと協働して乳がん検診の受診機会を設定する。

評

価

令和4年１１月末現在、乳がん検診682人、子宮がん検
診873人受診

・子宮がん検診予約枠は全て埋まっているが、乳がん
検診予約枠には空きがある。
・検診未受診者に啓発するとともに、検診受診の習慣
化を図る。

今後の取組
●様々な機会を用いて、がん検診についての周知を
行い、受診の啓発を行う。

担当課 健康増進課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅱ 個人の人権が尊重される社会づくり

（2）

15

具体的施策 38

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

今後の取組
●引き続き、地域包括支援センター等、関係機関と連
携し、相談体制の充実を図る。

14

今
年
度
の
重
点
課
題

相談窓口の充実

高齢者のDV被害者のニーズに応じた相談体制の整
備を検討する。

事業内容

　地域包括支援センター等、関係機関と連携し、相談
体制の充実を図る。

平成３０年度　虐待認定１件
平成３１年度　虐待認定１件
令和元年度　 虐待認定４件
令和２年度　虐待認定２件
令和３年度　虐待認定４件

評

価

・被害者の身の安全を確保することが出来た。
・職員の虐待に対する問題意識の向上につながった。

・安全を確保した後の家族関係の修復が困難な事例が多い。
・施設等においては、虐待疑いの案件か否かの判断が難し
く、その後の対応等についても更なる体制づくりが必要であ
る。

目標
（施策の展開）

DV防止対策の推進

担当課 介護保険課

基本方針

施策の方向 女性に対するあらゆる暴力の根絶



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅱ

（2）

15

具体的施策 40

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

15

目標
（施策の展開）

ＤＶ防止対策の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

被害者の安全確保の徹底（被害者の子どもの安
全も含む。）

事業内容

評

価

・要綱に基づき、公用請求時の審査をはじめ交付事務
における本人確認等を更に厳格にするなど被害者住
所情報等漏洩の防止の徹底に努めている。
・新担当職員に随時OJTを実施している。

・住基法上の支援措置内容及び各担当課での被害者
保護のための措置について、庁内での統一見解及び
周知徹底が必要と考える。

今後の取組 ●レアケースに関する事務手順について整備する。

●被害者保護のため住民基本台帳事務における支援
措置について事務処理手順の見直し及び関係職員間
の更なる認識の共有化を図ります。

・前年度に作成した要綱に基づき、住民基本台帳事務
における支援措置についての事務処理手順を見直し
マニュアル等の整備に取り組む。

担当課 市民課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向 女性に対するあらゆる暴力の根絶
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15

具体的施策 40

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

16

目標
（施策の展開）

今
年
度
の
重
点
課
題

事業内容

評

価

・被害保護者の相談、手続等に迅速に対応できた。
・認識の共有を図っているため、関係教育委員会、関
係機関との連携も迅速に対応できた。

・住民票を異動できない被害者の保護に関する支援
措置、男性に対するDV、親子・親族間の問題など、
様々な事象への対応が必要となっている。

今後の取組
●様々な事象にも速やかに対応できるよう、引き続き
関係職員間の認識の共有を図る。

DV防止対策の推進

被害者の安全確保の徹底（被害者の子どもの安
全も含む。）

●様々な被害者保護のため、支援措置と就学事務
（就学前児童を含む）について、関係職員間の認識の
共有を図る。

担当課 教育総務課

基本方針

施策の方向

・関係する複数課の職員が被害者（保護者）からの相
談を同時に聞き取り、各担当がそれぞれ被害者にとっ
て必要な事項を説明する。

・教育委員会事務局、こども支援課、及び学校園所が
密に連携することにより、子どもの最新の状況や必要
となる情報についての認識を共有する。

個人の人権が尊重される社会づくり

女性に対するあらゆる暴力の根絶
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15

具体的施策 41

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

17

目標
（施策の展開）

DV防止対策の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

被害者の自立を支える支援

・経済的に困窮するDV被害者に対して、専門機関の情報提
供・支援を行う。
・生活困窮者自立支援事業やくらしまるごと相談室への取次
ぎを行い、必要に応じ、生活保護の申請を検討します。
・関係機関と情報共有を密にし、臨機応変対応できるよう相談
体制を整える。

事業内容

・個人情報に配慮しながら、関係機関と情報共有し、
DV被害者が生活の困窮状態から安心した生活に戻
れるよう支援する。
・DV被害者が自立できるよう、課題を明確化し、必要
な専門機関への取次ぎを行う。
・生活困窮者自立支援事業、くらしまるごと相談室に
繋げます。必要時は、生活保護申請やシェルターでの
保護を検討（実施）する。

評

価

関係機関と情報共有し、適切な社会資源や専門
機関の情報を提供し、支援することができた。

被害者は複雑な問題を抱えていることが多く、関係機
関も多くなることから、確実に情報共有するとともに、
被害者の課題を明確にし、関係機関ごとの役割分担
を決め、ネットワークを作って支援する必要がある。

今後の取組
●研修等で更なる専門知識の向上に努め、関係機関
との連携を強化し、相談体制の充実を図る。

担当課 生活支援課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向 女性に対するあらゆる暴力の根絶
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16

具体的施策 48

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

施策の方向 様々な困難を抱えた人々が安心して暮らせる環境の整備

担当課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

人権推進課

18

今後の取組
●差別の解消、人権感覚の高揚は正しい知識の習得が必要である。
そのために、市民に向けてあらゆる年代が参加したい市民啓発事業
の企画に取り組みたい。

目標
（施策の展開）

セクシュアル・マイノリティや高齢者、障がい者、
外国人女性、複合的に困難な状況に置かれて
いる人々等が安心して暮らせるまちづくり

今
年
度
の
重
点
課
題

多様な性を認める意識の醸成

●多様な性のあり方を尊重できるよう、引き続き啓
発をして正しい理解を促進する。

評

価

「人権の集い」アンケートは190人/248人の回答があり、「初めて参加
した」30.0％（57人）「参加２回目」26.3％（50人）で、啓発事業の浸透に
有効であったと考える。

〇啓発講座は若年層の参加が課題である。「人権の集い」アンケート
を見ると昨年度4.8％、今年度6.8％と微増である。若年層も参加する
啓発事業に取り組みたい。

事業内容

〇「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について、様々な機会を
捉えて周知した。
〇市民対象啓発講座(職員研修を含む）「ヒューマンライツセミナー」
や、「女と男のハートフル講座」を開催。
・ヒューマンライツセミナー第2回8/26（金）39名参加
「女性の人権をめぐる『いま』～ジェンダー平等とは～」
・女と男のハートフル講座11/26（土）35名参加
「防災とジェンダー」
〇人権を考える市民の集い12/5（日）248名参加
LGBTQを主題とした映画と講演会
・第１部　午前１１時００分～午後１２時１５分
　　録画講演：「ＬGBTの抱える困難」～特別な配慮から合理的な配慮
へ～
　　映画：拉致被害者啓発アニメ「めぐみ」(25分)
・第2部　映画上映会「彼らが本気で編むときは、」
〇性的マイノリティについて、正しい理解を促進し認識を深めるため、
広報誌に特集記事を掲載。ＡＬＬＹ（アライ）の推進についても記載し
た。
〇昨年度改正した差別事象対応マニュアルのブラッシュアップのため
人権行政推進委員会を行い、「性的マイノリティに関する人権課題」の
項目作製に取り組んだ。
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16

具体的施策 50

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

19

目標
（施策の展開）

セクシュアル・マイノリティや高齢者、障がい者、
外国人女性、複合的に困難な状況に置かれてい
る人々等が安心して暮らせるまちづくり

今
年
度
の
重
点
課
題

ユニバーサルデザイン・バリアフリーのまちづくり
の推進

●JR山中渓駅及び周辺道路の整備に向け、引き続き
関係機関、地域の方々と協議を進めるとともに、大阪
府により、府道和歌山貝塚線の拡幅工事を実施する。

事業内容
・JR山中渓駅の駅舎、トイレ等の整備工事、府道和歌
山貝塚線の拡幅工事に向け、大阪府、鉄道事業者、
地域の方々と協議を進める。

評

価

・以前から協議を行ってきたJR山中渓駅の駅舎（トイ
レ等の整備）が完了した。また、府道和歌山貝塚線の
拡幅工事に向け、引き続き、大阪府、鉄道事業者、地
域の方々と協議を進める。

今後の取組
●安心して暮らせる環境の整備について、引き続き取
り組みを検討していく。

担当課 都市整備課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向 様々な困難を抱えた人々が安心して暮らせる環境の整備
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17

具体的施策 51

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

23

目標
（施策の展開）

ひとり親家庭への支援

今
年
度
の
重
点
課
題

母子家庭・父子家庭への支援

ひとり親家庭等が安心して生活できるよう、生活支援
や子育て支援等に関する情報について周知を図り、
支援を行う。

事業内容

・対象者のニーズに応じた情報を提供するため、ひと
り親家庭等に対する各種制度（児童扶養手当等、各
種相談、就労支援、自立支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金、貸付、医療費の助成等）につ
いて、パンフレットの配布や、広報誌及びウェブサイト
への掲載、また、関係機関との連携を継続して行うこ
とで、周知を図り、支援を行う。

評

価

随時、広報誌（計12回掲載）やウェブサイトへの掲載やパンフ
レットの配架により情報を提供し、関係機関と連携することで
支援を行うことが出来た。（相談件数4月から12月で合計48
件）

必要な人に必要な制度を正しくもれなく周知していくこ
とが求められる。

今後の取組
●引き続き、関係機関との連携を継続して行うと共
に、パンフレットや広報誌、ウェブサイトの内容の更新
や充実を図り、わかりやすい情報提供を行う。

担当課 こども支援課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向
様々な困難を抱えた人々が安心して暮らせる環
境の整備



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和４年度）

Ⅲ

（1）

18

具体的施策 52

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

21

目標
（施策の展開）

固定的な性別役割分担の解消

今
年
度
の
重
点
課
題

男女共同参画に関するわかりやすい広報・啓発
活動の推進

●市役所内の情報をできるだけ幅広く市民情報コー
ナーにて提供するよう努める。

事業内容
・書類の配置を工夫し、市民が活用しやすいような環
境の整備に努める。
・補修が必要な資料は随時公開担当課に依頼する。

評

価

・汚れがあれば、清掃するなど清潔に保たれるよう心
がけた。

・補修等はしていないので、市民から言われる前に不
備を早期発見し、担当課に依頼できるよう心がける。

今後の取組
●市民情報コーナーにおいて、市民が活用しやすいよ
うな環境整備のため、書類の配置を工夫する必要が
ある。

担当課 総務課

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 男女共同参画の意識づくり
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18

具体的施策 56

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

22

目標
（施策の展開）

固定的な性別役割分担意識の解消

今
年
度
の
重
点
課
題

市の刊行物等での表現への配慮

●固定的な性別役割分担意識を伝達されるような表現をしていないか
を、毎月発行している広報はんなんや本市ウェブサイト、SNS等の公的
な情報発信媒体を通じて情報発信する際に確認を行う。

事業内容

・広報はんなん（毎月1日発行）及び本市ウェブサイト、
SNS等の公的な広報媒体を通じた情報発信（随時）に
おいて、固定的な性別役割分担等が伝達されるような
表現がなされていないか確認する。

評

価

広報はんなん及び本市ウェブサイト等の公的な広報
媒体の表現について複数人で確認し、固定的な性別
役割分担等が伝達されるような表現があるとの指摘
はなかった。

広報はんなん及び本市ウェブサイト等の公的な広報
媒体においては、各施策担当課及び当課課員それぞ
れが、固定的な性別役割分担等が伝達されるような
表現によらないよう、また男女の多様なイメージを表
現するよう、常に意識する必要がある。

今後の取組

●引き続き、広報はんなん及び本市ウェブサイト等の
公的な広報媒体の表現が固定的な性別役割分担等
が伝達されないような表現であるかを確認する。ま
た、文章表現だけでなく、誌面上に使用するイラスト等
も、性別役割分担等が伝達されるような表現になって
いないかを意識する。

担当課 シティプロモーション推進課

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 男女共同参画の意識づくり
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具体的施策 60

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

23

目標
（施策の展開）

保育所、幼稚園、学校での男女平等教育の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

男女平等教育の視点から、保育環境の見直しや教材
研究を進め、性別による固定概念にとらわれず、子ど
も一人ひとりの思いを尊重した保育を充実をめざす。

事業内容

・性別による固定概念にとらわれず、自分の好きな遊
びや色などを選べるように配慮し、互いに認め合える
ような仲間づくりをしていく。
・保育の中で、男女平等教育に関して気になる場面に
出あった場合はその都度一人ひとりの違いや良さを認
め、クラス全体で話し合うことで、男女平等教育を推進
する。
・LGBTQ＋についての正しい理解を深めながら、ジェ
ンダーに関する視聴覚教材などの教材研究を進め、
実践を積極的に行うと共に、保護者への啓発も機会を
捉えて行っていく。

評

価

・子どもたちが互いに認め合いながら関わることがで
きるような保育を行ってきた。
・視聴覚教材を用いて保育することで、子どもたちが興
味をもって考えたり、理解したりすることができた。

・保護者や子どもによっては、固定概念が強い場合が
あるので、継続的に保育の中で機会を捉えて、共に考
え理解を深めていく必要がある。

今後の取組
●職員が性の多様性についての認識を深め、意識し
ながら、保育することができるようにする。また、あらゆ
る場で保護者啓発を継続していく。

男女平等保育・教育の充実

担当課 各幼稚園

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり
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具体的施策 62

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

24

目標
（施策の展開）

保育所、幼稚園、学校での男女平等教育の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

多様な性を認める意識の醸成

事業内容

・研修会や学習会、講師等、研修に係る情報を適宜周
  知し、学校での研修を推進する。

・「性の多様性」や「男女平等」をテーマに学校の人
  権教育担当者に対して人権教育研修会を行う。

・各校の取組状況を人権教育年間計画やヒアリン
　グ等で把握し、その好事例等を研修のなかで共有
　する。

5

第１回人権教育研修会において、府教育庁が作成している資
料を提供し、第４回人権教育研修においては、LGBTQ当事者
を講師に招き、研修を実施した。当事者の思いを聞き、ジェン
ダー平等、世の多様性について認識を深めることができた。

当事者である子どもたちがいるという前提で、どの子も過ごし
やすいユニバーサルデザインの環境づくり。また、教職員へカ
ミングアウトした際の学校体制づくりが必要である。

今後の取組
●次年度においても、子どもたちが安心して学校生活を送る
ために研修を実施するとともに、適宜情報提供を行い、性の
多様性に関する教職員の理解を深める取組を推進していく。

●性の多様性に対する教職員の理解増進と子どもが
　 安心する環境づくりの推進を今年度の『阪南市学校
　 園教育基本方針』の重点取組に据えて取組を進め
　 る。

担当課 学校教育課

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり
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20

具体的施策 62

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

25

目標
（施策の展開）

保育所・幼稚園、学校での男女平等保育・教育の
推進

今
年
度
の
重
点
課
題

多様な性を認める意識の醸成

●性別による固定観念にとらわれずに、子どもひとり
ひとりの思いを尊重した保育をめざす。

事業内容

・性別による固定観念にとらわれずに、互いに認め合
えるような仲間づくりを援助していく。・保育士が人権
意識を持ち、子どもたちに接することが出来るように研
修を受け、職員間で共通認識し、保育の向上を図って
いく。

評

価

職員が様々な人権研修を受けたり、また職員会議の
中で意見交換などを行いながら、人権に対する知識や
理解を深めることができた。

研修を受けた内容や知識を、職員間で共通認識し、人
権に対する理解や認識を深めていきたい。

今後の取組
●子どもひとりひとりが、安心して生活が送れるよう保
育の充実を図る。

担当課 各保育所

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり
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具体的施策 65

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

担当課 生涯学習推進室

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり

26

目標
（施策の展開）

家庭・地域での子どもがのびのびと育つ教育の推
進

今
年
度
の
重
点
課
題

男女平等・男女共同参画の視点に立った家庭教
育・地域での学習の促進

「阪南市生涯学習推進計画」に基づき、地域における
充実した学習機会の提供に努める。

事業内容

・生涯学習関連施設連絡会議の開催
・生涯学習推進ワーキングチームによる生涯学習機
会の周知、啓発等に係る体制構築の推進

評

価

「市民の居場所づくり」という観点から講座を開催し、
参加者それぞれが生きがいを見いだせる「自分にとっ
ての居場所」を考察する機会とすることで、市民の学
習活動の充実を図る。（生涯学習推進室・中央公民
館）

居場所づくりについての講座を開設したが、平日開催
ということも影響したようで全体的に参加が少なく、地
域の居場所づくりについて考える市民グループの構築
ができるかどうか課題である。

今後の取組
講座終了後、参加者に地域の居場所づくりについて考
える市民グループへの参加を提案し、学習会等を開
催していく。
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(4) 男性に向けた男女共同参画推進の支援

24 家庭・地域への男性の参加・参画の促進

具体的施策 70

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

今後の取組
男性も認知症介護の担い手、との意識を感じていただ
けるよう、阪南市地域包括支援センターと協力して進
める。

27

今
年
度
の
重
点
課
題

男性が家事・育児・介護に参画することに対
する周囲の理解を高めるための広報・啓発
活動

●男性が認知症介護について学習する機会を提供す
る。

事業内容

・「認知症にやさしい図書館」として引き続き選書に留
意し認知症コーナーの充実に努める。
・阪南市地域包括支援センター・介護保険課と協力
し、認知症Cafｅ「マスターズCafｅ」の活動をサポートす
る。
・認知症サポーター養成講座を行う。

評

価

マスターズCafeは毎週木曜・第2第4火曜に活動を行
なった。
4月6日には4周年、10月27日には第200回を迎えた。
平均毎回40杯販売。
またEXPO2025の「共創チャレンジ」に参加することに
なった。
9月には世界アルツハイマー月間にあわせ、特集展示
「認知症になっても安心して暮らせる阪南市を目指し
て」を阪南市地域包括支援センターの協力を得て実
施、啓発ができた。
同月、認知症サポーター養成講座を2回開催、コロナ
感染予防対策下、6名の参加があった。
メディア的な動きとしては、関西テレビより取材があっ
た。

マスターズCafeに訪れる方及びサポートするボラン
ティアの新規開拓と、図書館でのPR方法。

目標
（施策の展開）

担当課 図書館

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向
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具体的施策 71

施策の内容

成　　果
（今年度の取り組み）

課　　題

28

目標
（施策の展開）

家庭・地域への男性の参加・参画の促進

今
年
度
の
重
点
課
題

男性の生活能力を高めるための学習機会の提供

男性が生きる力を育み、地域で活動し、生きがいを持
つ学習機会を提供し、地域まちづくりにつながる展開
を図る。

事業内容

男性が生きる力を育み、地域で活動し、生きがいを持つ学習
機会を提供し、地域まちづくりにつながる展開を図ります。
〇尾崎公民館「男の料理魚を捌く」講座　7/10参加者8人
〇東鳥取公民館「男の料理」講座7/16.23　23人、9/3　25人
〇東鳥取公民館参加者協議会「男の料理」クラブ
魚菜：4/16　33人、5/21　18人、6/18　35人、7/30　28人、8/6
32人、10/15　9人、彩菜：4/23　20人、5/21　26人、6/25　33
人、8/20・27　44人、10/22　12人　現在計290人
〇東鳥取公民館まつり「男の料理」クラブ員による、うどん、焼
きそば屋台出店
〇中央公民館「多世代交流を生み出す『地域の居場所づくり』
をめざして」講座11/17（男11人女8人）、12/15（男11人女13
人）1/19

評

価

生きる力を高める講座開催に取り組み、継続したクラ
ブ活動の力を公民館まつり等で地域に還元することが
できた。

学習したことを活かし、地域活動や生きがい、地域ま
ちづくりにつながる循環を生み出す工夫を継続して取
り組む必要がある。

今後の取組
●すべての世代が生活力を高め、生きる力を育む学
習機会を展開し、地域活動や地域まちづくりにつなが
る循環を生み出す。

担当課 中央公民館

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 男性に向けた男女共同参画推進の支援



輝ける男女共同参画社会の実現へジャンプ

　

阪南市



【シート１】

地方自治法第１８０条の５第１項、第３項 を根拠とし、条例等にて規定している審議会等（令和８年度目標値…20.5％）

定数 現員数
女性

委員数
女性委員
の割合

定数 現員数
女性

委員数
女性委員
の割合

1 教育委員会 教育総務課 5 5 2 40.0% 5 5 2 40.0%

2 選挙管理委員会
行政委員会
事務局

4 4 2 50.0% 4 4 2 50.0% 選挙管理委員は議会の選挙で選ばれる。（自治法第182条）

3 公平委員会
行政委員会
事務局

3 3 1 33.3% 3 3 1 33.3% 市長が議会の同意を得て選任する。（地公法第9条の2）

4 監査委員
行政委員会
事務局

2 2 0 0.0% 2 2 0 0.0%
市長が議会の同意を得て選任する。（自治法第196条）
今後も改選時には女性委員の選任について検討を続ける。

5 固定資産評価審査委員会
行政委員会
事務局

3 3 0 0.0% 3 3 0 0.0%
市長が議会の同意を得て選任する。（地方税法第423条）
選任にあたり女性委員の検討もされたが、該当者がいなかった。今後も改選時
には女性委員の選任について検討を続ける。

6 農業委員会
農業委員会
事務局

17 17 0 0.0% 17 16 0 0.0%
農業委員については、公募し評価委員会に諮った上で議会の同意を得て市長が任命し
た結果である。推進委員については、公募したが応募がなかった為。

34 34 5 20.6% 34 33 5 20.6%
※従前の公表値（14.7％）は女性委員/現員数で算出していましたが、今
年度から女性委員の割合の平均を算出しています。

合　　計

⑤次の理由等記入欄　【④で女性委員の割合が20.5％を下回った場合、下回る
原因及びその対応策等】

整理
番号 ①委員会名 ②所管課等名

④令和４.４.１現在
（定数/女性委員数/女性委員の割合）

③令和３.４.１現在

資料4－１



【シート２】

地方自治法第１３８条の４第３項・２０２条の３ を根拠とし、条例等にて規定している審議会等（令和８年度目標値…40～60％）

定数 現員数
女性

委員数
女性委員
の割合

定数 現員数
女性

委員数
女性委員
の割合

1 特別職給料等審議会 秘書人事課 6 6 無 審議時に選任

2 総合計画審議会 政策共創室 20 20 7 35.0% 20 有 ６ 審議時に選任。

3 公共料金等適正化審議会 行財政構造改革推進室 10 9 2 22.2% 10 10 2 20.0% 有 ２ ２ ④今後の委員委嘱時には、女性委員の選任に取り組む

4 住居表示審議会 市民課 25 25 無 審議時に選任。

5 民生委員推薦会（規則） 生活支援課 13 9 2 22.2% 13 9 3 33.3% 無 ０ ④今後の委員委嘱に際しては,女性委員の選任に向けて取り組む。

6 国民健康保険運営協議会 保険年金課 14 13 5 38.5% 14 13 6 46.2% 無 ⑤ただし、被保険者の代表４名を選出

7 防災会議 危機管理課 50 39 2 5.1% 50 38 2 5.3% 有 ２ ２
④各委員は所属先の充て職となっているため、性別による人数調整が困難であ
る。

8 入札監視委員会 総務課 3 3 0 0.0% 3 3 0 0.0% 無 ④今後の委員委嘱に際しては,女性委員の選任に向けて取り組む。

9 情報公開・個人情報保護審査会 総務課 5 5 2 40.0% 5 5 2 40.0% 無 ⑤情報公開及び個人情報保護の制度に関して識見を有する者のみ

10 人権擁護に関する審議会 人権推進課 15 12 7 58.3% 15 12 7 58.3% 有 ２ ２

11 税政審議会 税務課 10 10 有 ２ 審議時に選任。

12 介護保険運営協議会 介護保健課 20 16 6 37.5% 20 16 6 37.5% 有 ただし、被保険者の代表（人数は不明）を選出

13 国民保護協議会 危機管理課 34 50 無 ３４ 審議時に選任。

14 都市計画審議会 都市整備課 15 15 2 13.3% 15 14 1 7.1% 有 ２ ０ ④法及び条例による人数等の規定は無し。次回更新時に女性委員の登用を検討する。

15 社会教育委員会 生涯学習推進室 12 9 2 22.2% 12 8 2 25.0% 有 無 １ ④次回の新たな委員委嘱時に女性の選任を検討する

16 文化財保護審議会 生涯学習推進室 10 6 2 33.3% 10 6 2 33.3% 無 ④次回の新たな委員委嘱時に女性の選任を検討する

17 スポーツ推進審議会 生涯学習推進室 12 8 2 25.0% 12 8 2 25.0% 有 １ １ ④次回の新たな委員委嘱時に女性の選任を検討する

18 図書館協議会 図書館 12 11 7 63.6% 12 11 8 72.7% 有 無 無 ⑥人数等の規定は無し

19 文化センター協議会 生涯学習推進室 12 8 2 25.0% 12 8 2 25.0% 有 ２ １
規則では市民公募委員を「2人以内」とする、
④次回の新たな委員委嘱時に女性の選任を検討する

20 公民館運営審議会 中央公民館 20 12 8 66.7% 20 12 8 66.7% 無 無 １ 人数等の規定は無し

21 予防接種健康被害調査委員会 健康増進課 5 5 0 0.0% 5 5 0 0.0% 無 医学的な識見を有する者のみ（医師・泉佐野保健所長）

②所管課等名①審議会等名整理
番号

④令和４.４.１現在
（定数/女性委員数/女性委員の割合）

③令和３.４.１現在
⑥　⑤の
うち条例
や規則
での定

数

⑦　⑥の
うち実人

数

⑧次の理由等記入欄　【現在委嘱していない審議会等については「審議時に選
任」と記入、④で40～60％を下回った場合の対応案、⑤で「無」の場合の理由、
⑤で「有」かつ⑥で「不明」の場合の今後の対応策、⑦で⑥を下回った場合の今
後の対応策　等】

審議時に選任

⑤市民公募委員
の規定の有無

審議時に選任 審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

資料４－



【シート２】

定数 現員数
女性

委員数
女性委員
の割合

定数 現員数
女性

委員数
女性委員
の割合

②所管課等名①審議会等名整理
番号

④令和４.４.１現在
（定数/女性委員数/女性委員の割合）

③令和３.４.１現在
⑥　⑤の
うち条例
や規則
での定

数

⑦　⑥の
うち実人

数

⑧次の理由等記入欄　【現在委嘱していない審議会等については「審議時に選
任」と記入、④で40～60％を下回った場合の対応案、⑤で「無」の場合の理由、
⑤で「有」かつ⑥で「不明」の場合の今後の対応策、⑦で⑥を下回った場合の今
後の対応策　等】

⑤市民公募委員
の規定の有無

22 退職手当審査会 秘書人事課 3 3 無 審議時に選任

23 青少年問題協議会 生涯学習推進室 30 22 6 27.3% 30 無 ④委員選任時に女性の委嘱を検討する

24 自治基本条例推進委員会 政策共創室 12 11 3 27.3% 12 12 4 33.3% 有 ５ ４
④各種団体代表として団体から推薦のあった方の男性率が高いため、以後推
薦を依頼する際、女性委員への配慮若しくは、市民委員公募の際の募集方法
等、手法を検討する。

25 外部評価委員会 政策共創室 5 5 3 60.0% 5 5 3 60.0% 有 ３ ３

26 子ども・子育て会議 こども政策課 20 18 13 72.2% 20 18 11 61.1% 有 ３ ⑥人数等の規定は無し

27 男女共同参画推進審議会 人権推進課 10 10 6 60.0% 10 9 6 66.7% 有 ２ ２ ⑥⑦性別の規定は無し

28 行政不服審査会 総務課 5 5 2 40.0% 5 5 2 40.0% 無 法令及び例規並びに行政に関し優れた識見を有する者のみ

29 教育委員会評価委員会 教育総務課 3 3 0 0.0% 3 3 0 0.0% 無
教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることを目的としているが、
適任者がおらず、やむなく女性委員がいない状態となっている。今後の選任の
際には、女性委員への委嘱に努める。

30 阪南市教育支援委員会 学校教育課 34 30 22 73.3% 34 26 18 69.2% 無
個人情報保護の観点より、市民公募委員の規定はされていない。委員について
は、阪南市教育支援委員会条例にて定められており、対象となる児童等の個人
情報保護の観点より、市民公募委員の規定はされていない。

31
阪南市立義務教育諸学校教科用
図書選定委員会

学校教育課 10 10 有 ④今後の委員委嘱時には、女性委員の選任に取り組む。

32 障害者施策推進協議会 市民福祉課 25 21 9 42.9% 25 21 10 47.6% 有 ２ ⑥人数等の規定は無し

33 阪南市空家等対策協議会 都市整備課 10 8 0 0.0% 10 8 0 0.0% 無
⑤人数等の規定は無し（法の規定によると「地域住民」を参加させるとのこと）
④次回更新時に推薦団体に女性委員の推薦を働きかける。

34
おもいやりあふれるまち阪南まち・
ひと・しごと創生委員会

政策共創室 15 15 2 13.3% 15 15 2 13.3% 有 ２ ２
④各種団体代表として団体から推薦のあった方の男性率が高いため、
以後推薦を依頼する際の女性委員への配慮や市民委員公募の際の募
集方法等、手法を検討する。

35 市民協働推進委員会 政策共創室 10 9 3 33.3% 10 10 5 50.0% 有 ３ ５

36 いじめ問題対策連絡協議会 学校教育課 10 無 ④今後、充て職以外の委員を委嘱する場合には、女性委員の選任に取り組む。

37
阪南市立学校のあり方検討委
員会

教育総務課 14 13 2 15.4% 有 ３ ３
④各種団体の代表（自治会、ＰＴＡ）や行政職など宛職となっているた
め、結果的に下回っている。今後の選任の際には、各団体に対して女性
委員の推薦を要望する。

合　　計 525 357 127 33.0% 531 310 114 34.0% 有２０無17 ６８ ３１
※R3公表値は【女性委員/現員数】で算出していましたが、今年度から
女性委員の割合の平均を算出しています。
※女性委員が0の審議会等14.3％（4/28[37-審議時に選任9]）

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任

審議時に選任
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5 女性の管理職登用の重要性についての啓発
人権推進課
生活環境課

6 女性の参画・登用の重要性についての啓発 政策共創室

7
男女が共に働きやすい職場づくりのための研
修の充実

秘書人事課

8 地域活動等における女性リーダーの育成
人権推進課
関係各課

9 「女性活躍推進法」の啓発 人権推進課

10 事業所への働きかけの強化
生活環境課
人権推進課

11
結婚や出産、子育てで離職した女性の再就労
支援

生活環境課
人権推進課

12 働きたい女性・若者への就労支援
生活環境課
人権推進課

13 高齢者や障がい者等の就労機会等の拡大
介護保険課
市民福祉課
生活環境課

14 事業所及び労働者への働きかけ
人権推進課
生活環境課

15 安心して就労できるための支援策の充実
生活環境課
こども政策課

16
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実
現のモデル事業所づくり

秘書人事課

17
男女共同参画の視点を踏まえた地域活動等
の広報・啓発活動の推進

政策共創室

18 地域活動等への参加の促進 政策共創室

19
男女共同参画の視点に立った協働によるまち
づくりの推進

政策共創室

20
男女のニーズの違いを反映した防災・災害復
興対策の推進

危機管理課

21 男女で担う地域防災の促進 危機管理課

１．阪南市男女共同参画プラン（第３次）の施策体系

基本方針
Ⅰ　あら
ゆる分野
における
男女共同
参画社会
づくり

（１）　意思決定の場へ
の女性の参画の拡大

1
審議会等への女性の
参画の促進

2
女性職員・女性教員
の管理職への登用の
推進

3
「女性職員の活躍及び次世代育成支援の推
進に関する特定事業主行動計画」に基づく管
理職への女性職員登用の推進

秘書人事課

3
事業所や地域におけ
る意思決定の場への
女性の参画の促進

4 女性の人材育成

（２）　雇用の場におけ
る女性の活躍と男女
共同参画の職場づくり

5

事業所に対して、男
女が共に働きやすい
職場づくりのための
働きかけ

6
女性や若者等のため
の就労支援

7
ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調
和）の実現

（３）　地域における男
女共同参画の推進（ま
ちづくり、防災・復興
等）

8
男女共同参画の視点
に立った地域活動等
の促進

9
男女共同参画の視点
に立った防災体制の
整備
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22
若い時からライフステージに応じた男女の違い
に配慮した心身の健康の保持・増進

健康増進課
介護保険課

23 妊娠・出産時における健康と権利 健康増進課

24 女性に対するスポーツ参加の促進 健康増進課

25 学校における適切な性に関する指導の実施 学校教育課

26 若年層向けの健康相談、健康学習の充実
学校教育課
健康増進課

27
女性や子どもに対する暴力・虐待を許さない認
識の浸透

人権推進課

28
配偶者からの暴力防止法、ストーカー規制法
等についての広報、学習機会の提供

人権推進課

29
子どもに対する性的な暴力の根絶に向けた対
策の推進

こども政策課
こども支援課
各保育所
学校教育課
各幼稚園

30 関係機関との連携強化 人権推進課

31 犯罪被害に遭いにくいまちづくり 生活環境課

32 青少年の健全育成の促進
学校教育課
生涯学習推進室

33 相談窓口の周知、充実

人権推進課
市民福祉課
こども支援課
介護保険課
学校教育課

34
様々な相談窓口への人権ならびに男女共同
参画の視点の徹底

人権推進課
市民福祉課
こども支援課
介護保険課
学校教育課

35
セクシュアル・ハラスメント防止のための事業所
等への働きかけ

人権推進課
生活環境課

36
セクシュアル・ハラスメント防止のための職員、
市民に対する研修の実施

秘書人事課
人権推進課

37
学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止対
策の充実

学校教育課

38 相談体制の充実

人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

39 関係機関との連携強化
人権推進課
生活支援課

40
被害者の安全確保の徹底（被害者の子どもの
安全も含む。）

人権推進課
市民課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

基本方針
Ⅱ　個人
の人権が
尊重され
る社会づ
くり

（１）　生涯を通じた男
女の健康支援

10
生涯を通じた心身の
健康保持・増進

11
健康をおびやかす課
題に対する対策の推
進

（２）　女性に対するあ
らゆる暴力の根絶

12
暴力を容認しない社
会風土の醸成

13
暴力被害者のための
相談窓口や支援機関
の周知・充実

14
セクシュアル・ハラス
メント防止対策の推
進

15 ＤＶ防止対策の推進
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41 被害者の自立を支える支援

生活支援課
人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

42
子どもに対する支援
（デートＤＶ含む。）

人権推進課
こども政策課
こども支援課
健康増進課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

43
高齢女性、障がいのある女性、在住外国人女
性等への支援

人権推進課
介護保険課
市民福祉課
シティプロモー
ション推進課

44 被害男性の支援

人権推進課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課
教育総務課

45 相談窓口の周知
シティプロモー
ション推進課
関係各課

46 公的介護保険等介護の社会化の充実 介護保険課

47 障がい者の生活自立の支援 市民福祉課

48 多様な性を認める意識の醸成 人権推進課

49 国際理解・多文化共生講座の開催
人権推進課
生涯学習推進室

50
ユニバーサルデザイン・バリアフリーのまちづく
りの推進

シティプロモー
ション推進課
行政経営室
健康増進課
都市整備課

17
ひとり親家庭への支
援

51 母子家庭・父子家庭への支援 こども支援課

52
男女共同参画に関するわかりやすい広報・啓
発活動の推進

人権推進課
学校教育課
シティプロモー
ション推進課（旧
秘書広報課）
総務課

53
地域における固定的な性別役割分担意識の
見直しの啓発

人権推進課

54 男女共同参画に関わる資料等の充実 図書館

55 男女共同参画に関する調査の実施 人権推進課

56 市の刊行物等での表現への配慮
シティプロモー
ション推進課
関係各課

57 男女共同参画意識の浸透 秘書人事課

58 男女共同参画に関する研修の充実 人権推進課

16

セクシュアル・マイノリ
ティや高齢者、障が
い者、外国人女性、
複合的に困難な状況
に置かれている人々
等が安心して暮らせ
るまちづくり

基本方針
Ⅲ　すべ
ての世代
への男女
共同参画
意識の浸
透

（１）　男女共同参画の
意識づくり

18
固定的な性別役割分
担意識の解消

19
男女共同参画意識の
向上

基本方針
Ⅱ　個人
の人権が
尊重され
る社会づ
くり

（２）　女性に対するあ
らゆる暴力の根絶

15 ＤＶ防止対策の推進

（３）　様々な困難を抱
えた人々が安心して
暮らせる環境の整備
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59
人権意識と男女共同参画の視点に立った相
談事業の充実

人権推進課
こども政策課
こども支援課
介護保険課
市民福祉課
健康増進課
学校教育課

60 男女平等保育・教育の充実
各保育所
各幼稚園
学校教育課

61 保育士・教職員の男女共同参画意識の向上

こども政策課
各保育所
各幼稚園
学校教育課
人権推進課

62 多様な性を認める意識の醸成

健康増進課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

63 子どものエンパワーメント支援
各保育所
各幼稚園
学校教育課

21
一人ひとりの自立・職
業意識を育む教育の
推進

64 性別にとらわれないキャリア教育の実施
各保育所
各幼稚園
学校教育課

65
男女平等・男女共同参画の視点に立った家庭
教育・地域での学習の促進

人権推進課
生涯学習推進室
各保育所
各幼稚園
学校教育課

66 共同で行う家事や子育てについての啓発

こども政策課
各保育所
各幼稚園
学校教育課

67
生涯学習に関する情報提供と学習機会の充
実

生涯学習推進室
図書館
市民福祉課
介護保険課
健康増進課

68 メディア・リテラシーの向上
図書館
人権推進課

69
女性のチャレンジに関する情報提供と講座の
開催

人権推進課

70
男性が家事・育児・介護に参画することに対す
る周囲の理解を高めるための広報・啓発活動

人権推進課
生活環境課

71
男性の生活能力を高めるための学習機会の提
供

公民館
こども政策課
健康増進課

基本方針
Ⅲ　すべ
ての世代
への男女
共同参画
意識の浸
透

（１）　男女共同参画の
意識づくり

19
男女共同参画意識の
向上

24
家庭・地域への男性
の参加・参画の促進

基本方針
Ⅲ　すべ
ての世代
への男女
共同参画
意識の浸
透

（２）　子どもの頃から
の男女平等・男女共
同参画の意識づくり

20
保育所、幼稚園、学
校での男女平等保
育・教育の推進

22
家庭・地域での子ど
もがのびのびと育つ
教育の推進

（３）　多様な選択を可
能にする生涯学習の
場の確保

23
多様な選択を可能に
する学習機会の提供

（４）　男性に向けた男
女共同参画推進の支
援

4



　（１）重点施策についての取組と進捗状況

取組と評価

　　【重点施策】３．意思決定の場への女性の参画の拡大

取組と評価

　　【重点施策】２．男性に向けた男女共同参画推進の支援

３．計画推進のための重点施策と目標値の進捗状況（令和5年度）

　　【重点施策】１．子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり

取組と評価
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　（２）目標（活動指標）の進捗状況

基本方針Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

【活動指標】 （前年度比較：上昇↑，変動なし→，下降↓）

平成２８年度
（計画策定時）

令和４年度
（前年度値）

令和5年度
（現状値）

前年度
比較

令和８年度
目標値

国第５次基本計画対
比最新値（令和４年）

審議会等
３１．５％
委員会等
７．７％

審議会等
３４．０％
委員会等
２０．６％

審議会等
４０～６０％
委員会等
２０．５％

審議会等
１２．５％
委員会等
５０．０％

審議会等
１４．３％
委員会等
５０．０％

審議会等
０．０％

委員会等
０．０％

１７．３％ ２０．７％

３０％
（行動計画

　令和７年度
　目標値）

部長級　0.0%
（0人/13人）

副理事級0.0％
（0人/13人）

部長級　0.0%
（0人/10人）
副理事級

14.3％
（2人/14人）

15.4％
（4人/26人）

12.0％
（3人/25人）

34.5％
（10人/29人）

34.2％
（13人/38人）

30.0％
（15人/50人）

38.1％
（16人/42人）

45.2％
（33人/73人）

50.7％
（35人/69人）

１人

7.08%
（8人/113人）

0.85%
（4人/351人）

2.04%
（7人/343人）
令和3年度

5％
（行動計画

　令和７年度
　目標値）

１７．９％ ２５％ ３０．８％

４回
６６．７％

（平成２７年度）

２回
８４．６２％

（令和３年度）

３回
７０％

１１．６％
（平成２７年度）

８．９３％
（令和３年度）

２０％

就労に関するセミナーや講座の実施回
数と女性の参加率

就労支援相談者の就職率

女性消防団員（令和2年発足）

※参考：本市とは別組織
泉州南消防組合における女性消
防吏員割合

小中学校の教職員の教頭以上に占め
る女性割合

　
※

審

議

会

か

ら

提

案

さ

れ

た

活

動

指

数

部長・副理事級
・国家公務員：指定職相当職
・市町村職員：本庁部局長・次長
相当職

課長級
・国家公務員：本省課室長相当職
・市町村職員：本庁課長相当職

課長代理級
・国家公務員：地方機関課長・本
省課長補佐相当職
・市町村職員：本庁課長補佐相当
職

主幹級

主査級
・国家公務員：本省係長相当職
・市町村職員：本庁係長相当職

男性職員の育児休業取得者数

活動指標

審議会等委員に占める女性委員の割
合

審議会等における女性委員参画比率が
０％の審議会等の割合

管理的地位にある市職員に占める女性
職員の割合

6



基本方針Ⅱ　個人の人権が尊重される社会づくり

【活動指標】 （前年度比較：上昇↑，変動なし→，下降↓）

平成２８年度
（計画策定時）

令和４年度
（前年度値）

令和5年度
（現状値）

前年度
比較

令和８年度
目標値

４０～６９歳女
性１６．３％

（平成２７年度）

４０～６９歳女性
１４．６%

（令和３年度）
５０％

２０～６９歳女
性２０．２％

（平成２７年度）

２０～６９歳女性
1８．０%

（令和３年度）
５０％

年間
開催回数３７回

延べ
８２３人

（平成２７年度）

開催回数３８回
延べ

３６６人
（令和３年度）

年間
開催回数３７回

延べ
女性６５５人
男性２２０人

年間延べ
１６,５８５人

（平成２７年度）

延べ
１１，３６７人

（１１月末実績）

年間延べ
２３,４５０人

基本方針Ⅲ　すべての世代への男女共同参画意識の浸透

【活動指標】 （前年度比較：上昇↑，変動なし→，下降↓）

平成２８年度
（計画策定時）

令和４年度
（前年度値）

令和5年度
（現状値）

前年度
比較

令和８年度
目標値

年間延べ
１９４人

283人
年間延べ
２４０人

年間延べ
１９人

（平成２７年度）
368人

年間延べ
３０人

年間延べ
３２人

（平成２７年度）

年間延べ
４２人

（令和３年度）

年間延べ
６０人

４３６冊 ５５５冊 ５１０冊
男女共同参画に関する図書・資料
の充実度

男性の生活自立力向上のための
セミナー等への男性の参加者数

活動指標

乳がん検診の受診率

子宮頸がん検診の受診率

健康教室参加者数

介護予防教室参加者数

活動指標

フォーラム等男女共同参画に関す
る啓発活動への参加者数
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２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅰ

（1）

2

具体的施策 3

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 秘書人事課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 意思決定の場への女性の参画の拡大

8

目標
（施策の展開）

女性職員・女性教員の管理職への登用の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

　「女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進
に関する特定事業主行動計画」に基づく管理職
への女性職員登用の推進

●働き方改革を推進し、誰もが働きやすい職場環境づくりに
努める。
●育児休業等にかかる制度の周知や所属職場との連絡体制
の確保等により、育児休業等の取得及び休業からの職場へ
の円滑な復帰を支援し、キャリア形成の見通しを容易にする
ことで、管理職への女性職員登用の推進を図る。

事業内容

・超過勤務の縮減、ノー残業デーの徹底、年次有給休
暇の計画的な取得等職場環境の改善を図る。
・男性職員を含め育児休業を取得しやすいよう啓発に
取り組む。
・産前・産後の特別休暇、育児休業等に関して、取得
手続の円滑化や制度内容等のさらなる充実を図る。

評

価

今後の取組 ●



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅰ

（2）

6

具体的施策 12

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 生活環境課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向
雇用の場における女性の活躍と男女共同参画の
職場づくり

9

目標
（施策の展開）

女性や若者等のための就労支援

今
年
度
の
重
点
課
題

働きたい女性・若者への就労支援

●地域就労支援コーディネーターやキャリアカウンセ
ラーによる相談事業の実施、就労支援セミナーなど能
力開発講座の開催等、地域就労支援事業を推進する
とともに、庁内関係課やハローワークなど関係機関と
連携し、就労困難者に対する就労支援を行う。

事業内容

・就労困難者等の雇用・就労を包括的に支援するた
め、地域就労支援コーディネーターやキャリアカウンセ
ラーによる相談事業を実施。関連資料を収集し、相談
者に対して情報提供を行うなど、地域就労支援事業を
推進する。

評

価

今後の取組 ●



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅰ

（2） 雇用の場における女性の活躍と男女共同参画の職場づくり

6

具体的施策 13

施策の内容

成　　果

課　　題

10

目標
（施策の展開）

女性や若者等のための就労支援

今
年
度
の
重
点
課
題

高齢者や障害者等の就労機会の拡大

●障害者総合支援法による障がい福祉サービスにつ
いて説明し、実施につなげる。

事業内容

障害者手帳交付時や対象者から相談があった際に、
就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着
支援について『ふくしのてびき』（市民福祉課作成）や
パンフレットを用いて説明する。

指定相談事業所に計画案の提出を依頼し、サービス
の認定を行う。

関係機関と情報共有し、対象者に情報を提供し、支援
を行う。

評

価

今後の取組 ●

担当課 市民福祉課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画の社会づくり

施策の方向



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅰ

（２）

7

具体的施策 15

施策の内容

成　　果

課　　題

11

目標
（施策の展開）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現

今
年
度
の
重
点
課
題

安心して就労できるための支援策の充実

子育て中の保護者の社会参加を支援できるよう、保育
所職員を適正に配置し、安全な保育と子どもの健やか
な育ちを引き出す保育の実施に努める。

事業内容
・保育所に職員を適正に配置し、子育て中の保護者の
社会参加を支援する。
・年間を通した待機児童の発生抑制に努める。

評

価

今後の取組 ●

担当課 こども政策課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 雇用の場における女性の活躍と男女共同参画の職場づくり



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅰ

(3)

8

具体的施策 18

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 政策共創室

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 地域における男女共同参画の推進（まちづくり、防災・復興等）

12

目標
（施策の展開）

男女共同参画の視点に立った地域活動等の促進

今
年
度
の
重
点
課
題

地域活動等への参加の促進

・市民活動センターに関する情報や講座に関する情報
発信を幅広い世代へ周知することにより、活動セン
ターの認知度の向上を図る。
・地域へ出向き、地域課題の把握や地域間、団体間
のコーディネートに取り組む。

事業内容

・市民活動センターの市ウエブサイト、SNS
（Facebook、Instagram、Twitter、LINE）や広報はんな
んを利用し、引き続き講座等の周知・啓発を行う。
・多世代が参加しやすいよう講座の開催方法や内容
などを検討し、取り組んでいく。
・アウトリーチや活動支援のコーディネートを行い、活
動団体の活性化を図る。

評

価

今後の取組 ●



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅱ

（1）

10

具体的施策 20

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 健康増進課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向 生涯を通じた男女の健康支援

13

目標
（施策の展開）

生涯を通じた心身の健康保持・増進

今
年
度
の
重
点
課
題

若い時からライフステージに応じた男女の違いに
配慮した心身の健康の保持・増進

●乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やす。

事業内容

・乳がん検診として４０歳以上の女性市民が受診できるマンモグラフィ検
査を、年間１６回保健センターにて実施と４カ所の医療機関へ委託して実
施する。
・子宮がん検診を、保健センターで13回の実施と１2カ所の医療機関へ委
託して実施する。
・乳がん・子宮がん検診を受診しやすくするため、日曜日に２日間実施す
る。
・国民健康保険加入者の特定健診受診時に同時に乳がん・子宮がん検
診を受診できるようにセット健診日を10回実施する。
・受診歴のある４２～６９歳のマンンモグラフィ検査の対象者に電話によ
る受診勧奨を実施する。
・親子登園やまちなかサロンにて、チラシや模型等を用いながら、乳がん
検診の啓発を行う。
・乳幼児健診で保護者にがん検診受診を勧奨する。
・市内の公立中学校に通う生徒の保護者あてに、検診啓発チラシを配
る。
・企業と健康づくりに関する協定を締結し、企業の協力により、がん検診
の啓発を行う。
・協会けんぽと協働して乳がん検診の受診機会を設定する。

評

価

今後の取組 ●



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅰ

（3）

9

具体的施策 21

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 危機管理課

基本方針 あらゆる分野における男女共同参画社会づくり

施策の方向 地域における男女共同参画の推進（まちづくり、防災・復興等）

14

目標
（施策の展開）

男女共同参画の視点に立った防災体制の整備

今
年
度
の
重
点
課
題

男女で担う地域防災の促進

●女性の視点を取り入れた地域の対策が進むよう努
めるとともに、男女が協力して担う地域防災の普及・
徹底を図る。

事業内容

・自主防災組織においては、男性を中心に組織されて
いる傾向にあることから、平時の災害対策や災害時の
対応の主体的な担い手として女性を位置付け、災害
から受ける男女の人権を尊重して安全・安心を確保で
きる取り組みを重点課題とした上で、防災対策、対
応、復旧、復興の手法やあり方についての訓練、研修
等を引続き実施する。
・女性消防団員のさらなる加入を目指して、加入啓発
活動を行う。また、災害時の活動に備えて訓練を行
う。

評

価

今後の取組 ●



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅱ 個人の人権が尊重される社会づくり

（2）

15

具体的施策 38

施策の内容

成　　果

課　　題

目標
（施策の展開）

DV防止対策の推進

担当課 介護保険課

基本方針

施策の方向 女性に対するあらゆる暴力の根絶

今後の取組 ●

15

今
年
度
の
重
点
課
題

相談窓口の充実

高齢者のDV被害者のニーズに応じた相談体制の整
備を検討する。

事業内容

地域包括支援センター等、関係機関と連携し、相談体
制の充実を図る。

評

価



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅱ

（2）

15

具体的施策 40

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 市民課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向 女性に対するあらゆる暴力の根絶

16

目標
（施策の展開）

ＤＶ防止対策の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

被害者の安全確保の徹底（被害者の子どもの安
全も含む。）

●被害者保護のため住民基本台帳事務における支援
措置について課内職員及び関係各課職員の認識の
共有化を図る。

事業内容

レアケースに関する事務手順について整備するととも
に、住基法上の支援措置内容及び各担当課での被害
者保護のための措置について、庁内での統一見解及
び周知徹底ができるよう働きかける。

評

価

今後の取組 ●



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅱ

（2）

15

具体的施策 40

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 教育総務課

基本方針

施策の方向

・関係する複数課の職員が被害者（保護者）からの相
談を同時に聞き取り、各担当がそれぞれ被害者にとっ
て必要な事項を説明する。

・教育委員会事務局、こども支援課及び学校園所が
密に連携することにより、子どもの最新の状況や必要
となる情報についての認識を共有する。

個人の人権が尊重される社会づくり

女性に対するあらゆる暴力の根絶

17

目標
（施策の展開）

今
年
度
の
重
点
課
題

事業内容

評

価

今後の取組 ●

DV防止対策の推進

被害者の安全確保の徹底（被害者の子どもの安
全も含む。）

●様々な被害者保護のため、支援措置と就学事務
（就学前児童を含む）について、関係職員間の認識の
共有を図ります。



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅱ

（2）

15

具体的施策 41

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 生活支援課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向 女性に対するあらゆる暴力の根絶

18

目標
（施策の展開）

ＤＶ防止対策の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

被害者の自立を支える支援

・経済的に困窮するＤＶ被害者に対して、専門機関の情報提
供・支援を行う。
・生活困窮者自立支援事業やくらしまるごと相談室への取次
ぎを行い、必要に応じ、生活保護の申請を検討します。
・関係機関と情報共有を密にし、臨機応変に対応できるよう相
談体制を整える。

事業内容

・個人情報に配慮しながら、関係機関と情報共有し、Ｄ
Ｖ被害者が生活の困窮状態から安心した生活に戻れ
るよう支援する。
・ＤＶ被害者が自立できるよう、課題を明確化し、必要
な専門機関への取次ぎを行うとともに、生活困窮者自
立支援事業、くらしまるごと相談室に繋げる。また、必
要時は生活保護申請やシェルターでの保護を検討(実
施)する。

評

価

今後の取組 ●
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具体的施策 50

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 都市整備課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向 様々な困難を抱えた人々が安心して暮らせる環境の整備

19

目標
（施策の展開）

セクシュアル・マイノリティや高齢者、障がい者、
外国人女性、複合的に困難な状況に置かれてい
る人々等が安心して暮らせるまちづくり

今
年
度
の
重
点
課
題

ユニバーサルデザイン・バリアフリーのまちづくり
の推進

●JR山中渓駅及び周辺道路の整備に向け、引き続き
関係機関、地域の方々と協議を進めるとともに、大阪
府により、府道和歌山貝塚線の拡幅工事を実施する。

事業内容
・JR山中渓駅の駅舎周辺の整備工事、府道和歌山貝
塚線の拡幅工事に向け、大阪府、鉄道事業者、地域
の方々と協議を進める。

評

価

今後の取組 ●
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具体的施策 51

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 こども支援課

基本方針 個人の人権が尊重される社会づくり

施策の方向
様々な困難を抱えた人々が安心して暮らせる環
境の整備

20

目標
（施策の展開）

ひとり親家庭への支援

今
年
度
の
重
点
課
題

母子家庭・父子家庭への支援

ひとり親家庭が安心して生活できるよう、生活支援や
子育て支援等に関する情報について周知を図り、支
援を行う

事業内容

・対象者のニーズに応じた情報を提供するため、ひと
り親家庭等に対する各種制度（児童扶養手当等、各
種相談、就労支援、自立支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金、貸付、医療費の助成等）につ
いて、パンフレットの配布や、広報誌及びウェブサイト
への掲載、また、関係機関との連携を継続して行うこ
とで、周知を図り、支援を行う。

評

価

今後の取組 ●
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具体的施策 52

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 総務課

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 男女共同参画の意識づくり

21

目標
（施策の展開）

固定的な性別役割分担の解消

今
年
度
の
重
点
課
題

男女共同参画に関するわかりやすい広報・啓発
活動の推進

●市民情報コーナーにおいて市民が活用しやすいよ
うな環境を整備する。

事業内容
・スムーズに資料の閲覧ができるよう、書類の配置の
工夫をする。
・快く利用できるよう、清潔に保つ。

評

価

今後の取組 ●
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具体的施策 53

施策の内容

成　　果

課　　題

22

今後の取組 ●

目標
（施策の展開）

固定的な性別役割分担意識の解消

今
年
度
の
重
点
課
題

地域における固定的な性別役割分担意識の見
直しの啓発

●講座等を通じて、地域における社会通念・慣行・し
きたりを男女共同参画の視点で見なおす啓発活動
を進める。

評

価

事業内容

●我が国固有の最大の人権問題である部落問題（同和
問題）は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられ
た身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部
の人が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態
を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けてきた。
同和問題は、地域における社会通念・慣行・しきたり、
ジェンダー意識等あらゆる人権課題を包含していること
から、今年度の市民啓発事業のテーマとして取り組む。
・「人権を考える市民の集い」
　第１部　絵本読み聞かせ「おたまさんのおかいさん」
　～被差別部落の暮らしの昔と今～
　第２部　映画上映「破戒」
●人権総合相談事業
●女性総合相談事業

施策の方向 男女共同参画の意識づくり

担当課

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

人権推進課
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具体的施策 56

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 シティプロモーション推進課

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 男女共同参画の意識づくり

23

目標
（施策の展開）

固定的な性別役割分担意識の解消

今
年
度
の
重
点
課
題

市の刊行物等での表現への配慮

●固定的な性別役割分担等が伝達されるような表現をしていないかを、
毎月発行している広報はんなんや本市ウェブサイト、SNS等の公的な情
報発信媒体で情報発信する際に確認を行う。

事業内容

・広報はんなん（毎月1日発行）及び本市ウェブサイト、
SNS等の公的な広報媒体を通じた情報発信（随時）に
おいて、固定的な性別役割分担等が伝達されるような
表現がなされていないか確認する。

評

価

今後の取組 ●
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具体的施策 60

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 各幼稚園

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり

24

目標
（施策の展開）

保育所、幼稚園、学校での男女平等教育の推進

今
年
度
の
重
点
課
題

男女平等教育の視点から、保育環境の見直しや教材
研究を進め、性別による固定概念にとらわれず、子ど
も一人ひとりの思いを尊重した保育を充実をめざす。

事業内容

・性別による固定概念にとらわれず、自分の好きな遊
びや色などを選べるように配慮し、互いに認め合える
ような仲間づくりをしていく。
・保育の中で、男女平等教育に関して気になる場面に
出あった場合はその都度一人ひとりの違いや良さを認
め、クラス全体で話し合うことで、男女平等教育を推進
する。
・LGBTQ＋についての正しい理解を深めながら、ジェ
ンダーに関する視聴覚教材などの教材研究を進め、
実践を積極的に行うと共に、保護者への啓発も機会を
捉えて行っていく。

評

価

今後の取組 ●

男女平等保育・教育の充実
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具体的施策 62

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 学校教育課

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり

25

目標
（施策の展開）

保育所、幼稚園、学校での男女平等保育・教育の
推進

今
年
度
の
重
点
課
題

多様な性を認める意識の醸成

事業内容

・研修会や学習会、講師等、研修に係る情報を適宜周
  知し、学校での研修を推進する。

・「性の多様性」や「ジェンダー平等教育」をテーマに学
  校 の人権教育担当者に対する人権教育研修会を
  実施する。

・各校の取組状況を人権教育年間計画やヒアリング等
 で把握し、その好事例等を研修のなかで共有する。

評

価

今後の取組 ●

●どの学校にも性的マイノリティの子どもたちは在籍
   しているという認識の基、性の多様性に関する教職
  員の理解増進と子どもが安心できる環境づくりを推
  進 していく。



２．阪南市男女共同参画プラン（第３次）推進計画（令和５年度）

Ⅲ

(２)

20

具体的施策 62

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 各保育所

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 子どもの頃からの男女平等・男女共同参画の意識づくり

26

目標
（施策の展開）

保育所、幼稚園、学校での男女平等保育・教育の
推進

今
年
度
の
重
点
課
題

多様な性を認める意識の醸成

●性別による固定観念にとらわれずに、子どもひとり
ひとりの思いを尊重した保育をめざす。

事業内容

・ひとりひとりの個性を尊重しながら、保育士が人権意
識を常に持ち子どもたちと接する。
・乳幼児期の性差について、先入観や固定概念をなく
し多様性を認識できるよう保育を進めていく。

評

価

今後の取組 ●
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具体的施策 67

施策の内容

成　　果

課　　題

27

目標
（施策の展開）

多様な選択を可能にする学習機会の提供

今
年
度
の
重
点
課
題

生涯学習に関する情報提供と学習機会の充実

社会教育活動を行ううえで重要な人権意識の向上を
図り、人権を考える機会の創出をめざす。

事業内容

・社会教育関係団体の指導者、会員を対象とした人権
研修を企画・実施することで、社会教育活動の充実に
努める。
・指導者に対しては、人権啓発を図るとともに、長期的
には人権研修を行えるような人材育成をめざす。会員
向けには、各団体の活動に則した人権課題を取りあ
げるなど、活動の中で人権を考える機会の創出をめざ
す。

評

価

今後の取組

担当課 生涯学習推進室

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 多様な選択を可能にする生涯学習の場の確保
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(4) 男性に向けた男女共同参画推進の支援

24 家庭・地域への男性の参加・参画の促進

具体的施策 70

施策の内容

成　　果

課　　題

目標
（施策の展開）

担当課 生涯学習推進室（図書館※令和５年度から指定管理）

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向

今後の取組 ●

28

今
年
度
の
重
点
課
題

男性が家事・育児・介護に参画することに対
する周囲の理解を高めるための広報・啓発

活動

●男性が認知症介護について学習する機会を提供す
る。

事業内容

図書館運営の中で、下記事業を実施するよう指定管
理者に指導助言を行う。

・「認知症にやさしい図書館」として引き続き選書に留
意し認知症コーナーの充実に努める。
・阪南市地域包括支援センター・介護保険課と協力
し、認知症Cafｅ「マスターズCafｅ」の活動をサポートす
る。
・認知症サポーター養成講座を行う。

評

価
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具体的施策 71

施策の内容

成　　果

課　　題

担当課 中央公民館

基本方針 すべての世代への男女共同参画意識の浸透

施策の方向 男性に向けた男女共同参画推進支援

29

目標
（施策の展開）

家庭・地域への男性の参加・参画の促進

今
年
度
の
重
点
課
題

男性の生活能力を高めるための学習機会の提供

男性が生きる力を育む学習機会を提供し、地域で活
動することにより生きがいを持ち、地域まちづくりにつ
ながる循環をめざした展開を図る。

事業内容
男性が生きる力を育む学習機会を提供し、地域で活
動することにより生きがいを持ち、地域まちづくりにつ
ながる循環をめざした展開を図る。

評

価

今後の取組 ●



輝ける男女共同参画社会の実現へジャンプ

　

阪南市



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進 

に関する特定事業主行動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月 

阪 南 市 

参考資料１ 



- 1 - 

 

 

女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進に関する特定事業主行動計画 

 

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 

阪 南 市 

 
女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」 

という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。 以

下「女性活躍法」という。）第１５条及び次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第 １

２０号。以下「次世代法」という。）第１９条に基づき、阪南市が策定する特定事業主行 動

計画である。 

 
 

 

本計画の期間は、女性活躍法が平成３７年度（次世代法は平成３６年度）までの時限立 法

であることから、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間とする。 ま

た、５年を目途に行動計画の進捗を検証し、必要に応じて改定を行う。 

 
 

 

本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍及び次世代育成支援を推進するため、市 

政運営の最高方針、重要施策等を審議策定し、市各機関相互の総合調整等を行うため設置 

されたみらい戦略会議において、本計画の策定及び変更並びに本計画に基づく取組みの実 

施状況及び数値目標の達成状況の点検、評価等について協議を行うこととする。 

 
 

 

女性活躍法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基 づ

く特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条 に

基づき、本市において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把 握

し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推 進

するため、次のとおり目標を設定する。この目標を達成するための取組みを実施するこ と

は、次世代育成支援を推進することから共通の目標とする。 

なお、この目標は、本市において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関す 

る状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題を掲げてい 

る。 

 
○ 平成３７年度までに、管理的地位にある職員に占める女性割合を、平成２７年度の実 

績（１６．９％）より１３．１％以上引き上げ、３０％以上にする。 

１．計画期間 

２．女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進に向けた取組み 

３．女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進に向けた数値目標 
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３．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組みを実施する。 な

お、この取組みは、本市において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関 

する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応す 

るものから順に掲げている。 

 
○ 平成２８年度から、総括主査、主幹、課長代理、課長等の各役職段階における人材プ 

ールの確保を念頭に置いた人材育成を行う。 

○ 平成２８年度から、女性職員を人事、財政、企画、議会等の多様なポストに積極的に 

配置する。 

○ 平成２８年度から、育児休業等の取得前後において、育児休業等からの円滑な復帰に 

資する研修や所属職場との連絡体制の確保等の必要な支援を行う。 

○ 平成３３年度から、ワークライフバランス推進に資するような効率的な業務運営や良 

好な職場づくり、時間当たりの生産性を重視した人事評価を実施する。 

 

 

 

 

 
（参考資料） 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計

画の策定等に 係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条に掲げる把握事項（抜

粋） 

①採用した職員に占める女性職員の割合 
 

 H23 H24 H25 H26 H27 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

採用者数（総数） 6 人 1 人 6 人 15 人 6 人 

 男女別 3 人 3 人 0 人 1 人 3 人 3 人 6 人 9 人 4 人 2 人 

男女別割合 50% 50% 0% 100% 50% 50% 40% 60% 67% 33% 

②職員の平均した継続勤務年数の男女の差異 
 

 H23 H24 H25 H26 H27 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

平均勤続年数 19.8

年 

17.7

年 

20.1

年 

18.4

年 

19.8

年 

19.7

年 

19.9

年 

18 年 19.5

年 

18.7

年 
③職員が正規の勤務時間を超えて勤務した時間 

執行額ベースで５年前より１．５倍に増加 

４．女性職員の活躍及び次世代育成支援の推進に向けた目標を達成するための取組み及び実 

施時期 
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④管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 
 

 H23 H24 H25 H26 H27 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

管理職（総数） 89 88 83 81 83 

 男女別 78 11 76 12 70 13 69 12 69 14 

男女別割合 87.6% 12.4% 86.4% 13.6% 84.3% 15.7% 85.2% 14.8% 83.1% 16.9% 

⑤各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 
 

 H23 H24 H25 H26 H27 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

部長級（総数） 15 人 16 人 15 人 15 人 12 人 

 男女別 15 人 0 人 16 人 0 人 14 人 1 人 15 人 0 人 12 人 0 人 

男女別割合 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 93.3% 6.7% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

副理事級（総数） 19 人 12 人 10 人 9 人 15 人 

 男女別 19 人 0 人 12 人 0 人 10 人 0 人 9 人 0 人 15 人 0 人 

男女別割合 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

課長級（総数） 20 人 26 人 29 人 30 人 23 人 

 男女別 18 人 2 人 24 人 2 人 28 人 1 人 27 人 3 人 20 人 3 人 

男女別割合 90.0% 10.0% 92.3% 7.7% 96.6% 3.4% 90.0% 10.0% 87.0% 13.0% 

課長代理級（総数） 34 人 34 人 29 人 27 人 33 人 

 男女別 26 人 8 人 24 人 10 人 18 人 11 人 18 人 9 人 22 人 11 人 

男女別割合 76.5% 23.5% 70.6% 29.4% 62.1% 37.9% 66.7% 33.3% 66.7% 33.3% 

主幹級（総数） 45 人 42 人 43 人 44 人 42 人 

 男女別 30 人 15 人 27 人 15 人 28 人 15 人 28 人 16 人 27 人 15 人 

男女別割合 66.7% 33.3% 64.3% 35.7% 65.1% 34.9% 63.6% 36.4% 64.3% 35.7% 

主査級（総数） 72 人 74 人 77 人 77 人 80 人 

 男女別 49 人 23 人 48 人 26 人 48 人 29 人 48 人 29 人 48 人 32 人 

男女別割合 68.1% 31.9% 64.9% 35.1% 62.3% 37.7% 62.3% 37.7% 60.0% 40.0% 

総括主事級（総数） 155 人 151 人 135 人 131 人 122 人 

 男女別 62 人 93 人 61 人 90 人 57 人 78 人 54 人 77 人 52 人 70 人 

男女別割合 40.0% 60.0% 40.4% 59.6% 42.2% 57.8% 41.2% 58.8% 42.6% 57.4% 

主事級（総数） 32 人 26 人 28 人 36 人 39 人 

 男女別 18 人 14 人 15 人 11 人 16 人 12 人 18 人 18 人 20 人 19 人 

男女別割合 56.3% 43.8% 57.7% 42.3% 57.1% 42.9% 50.0% 50.0% 51.3% 48.7% 

⑥女性職員であって出産した者の数に対する当該女性職員であって育児休業をした者の数 

及び男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業を 

した者の数 

過去５年で女性は１９人中１９人、男性は２９人中１人が取得 

⑦男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休 

暇又は育児参加のための休暇を取得した者の数 

過去５年で２９人中７人が取得 



女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９条第６項の規定による取組実施状況の

公表（令和４年７月公表） 

 

○数値目標の達成状況 

 

   Ｈ29 
（実績値） 

Ｈ30 
（実績値） 

Ｈ31 
（実績値） 

Ｒ2 
（実績値） 

Ｒ3 
（実績値） 

Ｒ4 
（実績値） 

Ｒ7 
（目標値） 

管理的地位にある職員

に占める女性割合 
14.6％ 15.9％ 18.4％ 20.2％ 20.2％ 20.7％ 30.0％ 

 

 

○取組実施状況 

 

 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

 Ｈ29 
（実績値） 

Ｈ30 
（実績値） 

Ｈ31 
（実績値） 

Ｒ2 
（実績値） 

Ｒ3 
（実績値） 

Ｒ4 
（実績値） 

課長級 12.5％ 13.0％ 22.7％ 13.0％ 12.0％ 12.0％ 

課長代理級 27.8％ 27.0％ 25.0％ 30.8％ 34.3％ 34.2％ 

主幹級 31.3％ 33.3％ 39.4％ 39.5％ 37.8％ 38.1％ 

主査級 48.7％ 48.1％ 48.7％ 49.3％ 51.5％ 50.7％ 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第２１条の規定による情報の公表（令和４年７月公表） 

 

 

① 採用した職員に占める女性職員の割合 

 

 

②職員の平均した継続勤務年数の男女の差異 

 

 

③管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 

 

 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

男女別 6人 9人 4人 2人 5人 5人 6人 6人 6人 3人 6人 9人 3人 4人 10人 9人 5人 2人

男女別割合 40% 60% 67% 33% 50% 50% 50% 50% 67% 33% 40% 60% 43% 57% 53% 47% 71% 29%

採用者数（総数） 15人

H28H26 H27 R4

7人

R3

19人6人 10人

H29 H30 R2

7人

H31

15人12人 9人

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

平均勤続年数 19.9年 18年 19.5年 18.7年 19.5年 18.5年 19.3年 17.9年 19.5年 19.3年 19.5年 18.7年 20.1年 18.9年 19.4年 18.7年 19.3年 18.9年

R4R3H26 H27 R2H31H28 H29 H30

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

男女別 69 12 69 14 67 14 76 13 74 14 71 16 67 17 67 17 69 18

男女別割合 85.2% 14.8% 83.1% 16.9% 82.7% 17.3% 85.4% 14.6% 84.1% 15.9% 81.6% 18.4% 79.8% 20.2% 79.8% 20.2% 79.3% 20.7%

管理職（総数） 81

H28H26 H27 R4

87

R3

8483 81

H29 H30 R2

84

H31

8789 88
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④各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

男女別 15人 0人 12人 0人 13人 0人 14人 0人 12人 0人 12人 0人 12人 0人 12人 0人 10人 0人

男女別割合 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

男女別 9人 0人 15人 0人 13人 0人 15人 0人 15人 1人 12人 1人 8人 2人 10人 2人 12人 2人

男女別割合 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 93.8% 6.3% 92.3% 7.7% 80.0% 20.0% 83.3% 16.7% 85.7% 14.3%

男女別 27人 3人 20人 3人 22人 4人 21人 3人 20人 3人 17人 5人 20人 3人 22人 3人 22人 3人

男女別割合 90.0% 10.0% 87.0% 13.0% 84.6% 15.4% 87.5% 12.5% 87.0% 13.0% 77.3% 22.7% 87.0% 13.0% 88.0% 12.0% 88.0% 12.0%

男女別 18人 9人 22人 11人 19人 10人 26人 10人 27人 10人 30人 10人 27人 12人 23人 12人 25人 13人

男女別割合 66.7% 33.3% 66.7% 33.3% 65.5% 34.5% 72.2% 27.8% 73.0% 27.0% 75.0% 25.0% 69.2% 30.8% 65.7% 34.3% 65.8% 34.2%

男女別 28人 16人 27人 15人 35人 15人 33人 15人 28人 14人 20人 13人 23人 15人 28人 17人 26人 16人

男女別割合 63.6% 36.4% 64.3% 35.7% 70.0% 30.0% 68.8% 31.3% 66.7% 33.3% 60.6% 39.4% 60.5% 39.5% 62.2% 37.8% 61.9% 38.1%

男女別 48人 29人 48人 32人 40人 33人 39人 37人 41人 38人 39人 37人 37人 36人 33人 35人 34人 35人

男女別割合 62.3% 37.7% 60.0% 40.0% 54.8% 45.2% 51.3% 48.7% 51.9% 48.1% 51.3% 48.7% 50.7% 49.3% 48.5% 51.5% 49.3% 50.7%

男女別 54人 77人 52人 70人 51人 67人 50人 62人 53人 58人 49人 52人 48人 51人 49人 52人 48人 54人

男女別割合 41.2% 58.8% 42.6% 57.4% 43.2% 56.8% 44.6% 55.4% 47.7% 52.3% 48.5% 51.5% 48.5% 51.5% 48.5% 51.5% 47.1% 52.9%

男女別 18人 18人 20人 19人 21人 22人 24人 23人 27人 24人 29人 32人 25人 32人 27人 32人 24人 28人

男女別割合 50.0% 50.0% 51.3% 48.7% 48.8% 51.2% 51.1% 48.9% 52.9% 47.1% 47.5% 52.5% 43.9% 56.1% 45.8% 54.2% 46.2% 53.8%

R2

12人

10人

23人

39人

43人 47人 51人主事級（総数） 36人 39人

38人

73人

99人

57人

73人 76人 79人

総括主事級（総数） 131人 122人 118人 112人 111人

主査級（総数） 77人 80人

29人 36人 37人

主幹級（総数） 44人 42人 50人

課長代理級（総数） 27人 33人

48人 42人

13人 15人 16人

課長級（総数） 30人 23人 26人 24人 23人

副理事級（総数） 9人 15人

H28 H29 H30

部長級（総数） 15人 12人 13人

H26 H27

14人 12人

33人

76人

101人

61人

H31

12人

13人

22人

40人

45人

68人

101人

59人

R3

12人

12人

25人

35人

42人

69人

102人

52人

R4

10人

14人

25人

38人
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（令和３年４月1日現在） （令和２年４月1日現在）

順位 市町村名 実 数 割合 順位 市町村名 実 数 割合

1 千早赤阪村 7  / 20 35.0% 1 四條畷市 19  / 69 27.5%

2 豊能町 10  / 36 27.8% 2 岬町 10  / 40 25.0%

3 四條畷市 17  / 63 27.0% 3 泉大津市 26  / 106 24.5%

4 豊中市 85  / 334 25.4% 4 豊中市 84  / 344 24.4%

4 熊取町 15  / 59 25.4% 5 藤井寺市 21  / 89 23.6%

6 泉大津市 27  / 107 25.2% 6 箕面市 31  / 134 23.1%

7 箕面市 32  / 135 23.7% 7 池田市 40  / 174 23.0%

8 岸和田市 42  / 182 23.1% 8 豊能町 8  / 36 22.2%

9 大阪狭山市 17  / 76 22.4% 9 熊取町 13  / 60 21.7%

10 羽曳野市 26  / 117 22.2% 10 貝塚市 26  / 123 21.1%

11 貝塚市 27  / 123 22.0% 11 羽曳野市 27  / 129 20.9%

11 藤井寺市 18  / 82 22.0% 12 岸和田市 41  / 197 20.8%

13 吹田市 68  / 333 20.4% 13 吹田市 65  / 327 19.9%

14 富田林市 23  / 115 20.0% 14 忠岡町 7  / 36 19.4%

14 河南町 6  / 30 20.0% 15 枚方市 57  / 296 19.3%

16 池田市 34  / 172 19.8% 15 富田林市 22  / 114 19.3%

16 枚方市 56  / 283 19.8% 17 大阪狭山市 15  / 78 19.2%

18 忠岡町 7  / 36 19.4% 18 茨木市 24  / 132 18.2%

19 交野市 18  / 95 18.9% 19 門真市 14  / 82 17.1%

20 門真市 15  / 82 18.3% 20 寝屋川市 24  / 141 17.0%

21 八尾市 46  / 258 17.8% 20 大東市 15  / 88 17.0%

22 茨木市 25  / 142 17.6% 22 交野市 15  / 94 16.0%

23 大東市 15  / 86 17.4% 23 八尾市 41  / 259 15.8%

24 大阪市 205  / 1237 16.6% 24 大阪市 181  / 1212 14.9%

25 寝屋川市 22  / 134 16.4% 25 河南町 4  / 27 14.8%

26 堺市 93  / 582 16.0% 26 堺市 81  / 553 14.6%

26 柏原市 21  / 131 16.0% 27 柏原市 19  / 132 14.4%

28 岬町 5  / 35 14.3% 28 泉南市 9  / 65 13.8%

29 高槻市 25  / 177 14.1% 29 和泉市 19  / 139 13.7%

29 和泉市 20  / 142 14.1% 30 高槻市 23  / 172 13.4%

31 泉南市 9  / 65 13.8% 31 松原市 13  / 102 12.7%

32 東大阪市 55  / 413 13.3% 32 能勢町 2  / 16 12.5%

33 摂津市 9  / 80 11.3% 33 東大阪市 51  / 417 12.2%

34 田尻町 3  / 28 10.7% 34 千早赤阪村 2  / 17 11.8%

35 阪南市 5  / 49 10.2% 20.2%（17/84） 35 阪南市 5  / 45 11.1% 20.2%（17/84）

36 泉佐野市 13  / 129 10.1% 36 田尻町 3  / 29 10.3%

37 松原市 8  / 96 8.3% 37 泉佐野市 13  / 127 10.2%

37 高石市 4  / 51 7.8% 38 摂津市 8  / 79 10.1%

39 島本町 3  / 39 7.7% 39 島本町 4  / 42 9.5%

40 河内長野市 6  / 81 7.4% 40 河内長野市 7  / 81 8.6%

41 守口市 4  / 64 6.3% 41 高石市 3  / 53 5.7%

42 能勢町 1  / 17 5.9% 42 守口市 3  / 70 4.3%

43 太子町 1  / 21 4.8% 43 太子町 0  / 18 0.0%

府下平均 1148  / 6537 17.6% 府下平均 1097  / 6543 16.8%

※内閣府　市町村女性参画状況見える化マップ

参考資料2

課長代理含 課長代理含


